
資 料 
 
 

平成３０年第１回廿日市市議会（第１回定例会）条例案新旧対照表 
 

 

 

 

      報告第 １ 号 専決処分につき承認を求めることについて ……………………………………………………………………１ 

（廿日市市税条例の一部を改正する条例） 

議案第１６号 廿日市市債権管理条例 ……………………………………………………………………………………………３ 

議案第１７号 廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 …………………………９ 

議案第１８号 廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例 ………………………………………………………………１１ 

      議案第１９号 廿日市市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 ………………１３ 

      議案第２０号 廿日市市手数料条例の一部を改正する条例 …………………………………………………………………１５ 

      議案第２１号 廿日市市市民センター条例の一部を改正する条例 …………………………………………………………２５ 

      議案第２２号 廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例の一部を改正する条例 ………………………………………２７ 

      議案第２３号 廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改 ……２９ 

正する条例 

      議案第２４号 廿日市市乳幼児等医療費支給条例及び廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正す ……３１ 

る条例 

      議案第２５号 廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例等の一部を改正する条例 ………………………………………３３ 

      議案第２６号 廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例 ………………………………………………………………３７ 

      議案第２７号 廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一 ……４１ 

部を改正する条例 

      議案第２８号 廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型 ……６３ 

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例 

      議案第２９号 廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する ……６７ 

条例 

 

 



－ 1 － 

       

 

議案第３０号 廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防 ……６９ 

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

      議案第３１号 廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例 …………………………………………………………７３ 

      議案第３２号 廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ………………………………………………………７５ 

      議案第３３号 廿日市市公園条例等の一部を改正する条例 …………………………………………………………………７９ 

      議案第３４号 廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正する条例 …………………１０１ 

      議案第３５号 廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例の一部を改正する条例 ……………………………………１０３ 

      議案第３６号 廿日市市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例 …………………………………………１０７ 

      議案第５０号 過疎地域自立促進計画の変更について ……………………………………………………………………１０９ 

      議案第５１号 広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について ……………………………………………………１１１ 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廿 日 市 市 

 



 

報告第１号 

廿日市市税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

○廿日市市税条例（昭和３１年条例第２９号）                                       （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第36条の２ （略） 第36条の２ （略） 

２ 前項の規定によつて申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得

金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者（施

行規則第２条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除く。）が提出すべき申告

書の様式は、施行規則第２条第４項ただし書の規定により市長が定める様式

による。 

２ 前項の規定によつて申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得

金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者（施

行規則第２条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除く。）が提出すべき申告

書の様式は、施行規則第２条第２項ただし書の規定により市長が定める様式

による。 

３～８ （略） ３～８ （略） 

（特別徴収税額の納入の義務等） （特別徴収税額の納入の義務等） 

第53条の７ 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職

手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の

翌月の10日までに、施行規則第５号の８様式又は施行規則第２条第４項ただ

し書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、

及びその納入金を市に納入しなければならない。 

第53条の７ 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職

手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の

翌月の10日までに、施行規則第５号の８様式又は施行規則第２条第２項ただ

し書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、

及びその納入金を市に納入しなければならない。 

（固定資産税の納税義務者等） （固定資産税の納税義務者等） 

第54条 （略） 第54条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10

条の２の12で定めるものを含む。）であつて、家屋の所有者以外の者がその

事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したこ

とにより家屋の所有者が所有することとなつたもの（以下この項において

「特定附帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事業の用に供

することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第１項

の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の

資産とみなして固定資産税を課する。 

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10

条の２の10で定めるものを含む。）であつて、家屋の所有者以外の者がその

事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したこ

とにより家屋の所有者が所有することとなつたもの（以下この項において

「特定附帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事業の用に供

することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第１項

の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の

資産とみなして固定資産税を課する。 
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議案第１６号 

廿日市市債権管理条例案新旧対照表 

○廿日市市佐伯公共下水道事業受益者分担金徴収条例（平成１５年条例第６９号）                      （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（延滞金） （延滞金） 

第９条 延滞金の徴収は、廿日市市債権管理条例（平成30年条例第 号）    

                の例による。 

第９条 延滞金の徴収は、廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例（昭和

39年条例第19号）の例による。 

※廿日市市債権管理条例の附則により改正する条例の新旧対照表 
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○廿日市市吉和公共下水道事業受益者分担金徴収条例（平成１５年条例第７０号）                      （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（延滞金） （延滞金） 

第10条 延滞金の徴収は、廿日市市債権管理条例（平成30年条例第 号）    

                の例による。 

第10条 延滞金の徴収は、廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例（昭和

39年条例第19号）の例による。 

※廿日市市債権管理条例の附則により改正する条例の新旧対照表 
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○廿日市市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例（平成１７年条例第２号）                        （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（延滞金） （延滞金） 

第９条 延滞金の徴収は、廿日市市債権管理条例（平成30年条例第 号）    

                の例による。 

第９条 延滞金の徴収は、廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例（昭和

39年条例第19号）の例による。 

※廿日市市債権管理条例の附則により改正する条例の新旧対照表 
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○廿日市市下水道区域外流入分担金に関する条例（平成２５年条例第５号）                         （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（延滞金） （延滞金） 

第８条 延滞金の徴収は、廿日市市債権管理条例（平成30年条例第 号）    

                の例による。 

第８条 延滞金の徴収は、廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例（昭和

39年条例第19号）の例による。 

※廿日市市債権管理条例の附則により改正する条例の新旧対照表 
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○廿日市市上水道事業給水条例（昭和４２年条例第１２号）                                （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

目次 目次 

第４章 料金及び手数料（第25条―第35条    ） 第４章 料金及び手数料（第25条―第35条の２） 

 （削る） （料金の支払請求権の放棄） 

第35条の２ 市長は、料金及びメーターの使用料の支払請求権で消滅時効が完

成したものを放棄することができる。 

※廿日市市債権管理条例の附則により改正する条例の新旧対照表 

  

-7-



 



 

議案第１７号 

廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例案新旧対照表 

○廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第２７号）      （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用者の

面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス

担当者会議（廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例（平成30年条例第 号                 

                   。以下「指定居宅介護支援等基準

条例」という。）第15条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下

この章、第59条の６、第59条の28及び第59条の29において同じ。）等を通じ

て、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又

は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用者の

面接によるほか、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス

担当者会議（介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請者に

関する事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例（平成26年広島県条例第５号。以下「指定居宅介護支援等基準

条例」という。）第13条第10項に規定するサービス担当者会議をいう。以下

この章、第59条の６、第59条の28及び第59条の29において同じ。）等を通じ

て、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又

は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（居宅サービス計画の作成） （居宅サービス計画の作成） 

第93条 (略) 第93条 (略) 

２ 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たって

は、指定居宅介護支援等基準条例第15条各号に掲げる具体的取扱方針に沿っ

て行うものとする。 

２ 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たって

は、指定居宅介護支援等基準条例第13条各項に掲げる具体的取扱方針に沿っ

て行うものとする。 

※廿日市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の附則により改正する条例の新旧対照表 
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議案第１８号 

廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市職員定数条例（昭和６２年条例第３３号）                                   （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、職員を兼職させ、

又は任命権者の協議により併任させた場合におけるその兼職又は併任の職

員は、当該定数の外に置くことができる。 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、職員を兼職させ、

又は任命権者の協議により併任させた場合におけるその兼職又は併任の職

員は、当該定数の外に置くことができる。 

区 分 定 数 

１ 市長の事務部局の職員 

  （社会福祉法（昭和26年法律第45号）第16条に規

定する所員を含む。） 

784人

２ 議会の事務部局の職員 ９人

３ 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 81人

４ 選挙管理委員会の事務部局の職員 ３人

５ 監査委員の事務部局の職員 ５人

６ 農業委員会の事務部局の職員 ３人

７ 消防機関の職員 179人

８ 水道事業の職員 26人

合計 1,090人
 

区 分 定 数 

１ 市長の事務部局の職員 

  （社会福祉法（昭和26年法律第45号）第16条に規

定する所員を含む。） 

784人

２ 議会の事務部局の職員 ９人

３ 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 81人

４ 選挙管理委員会の事務部局の職員 ３人

５ 監査委員の事務部局の職員 ４人

６ 農業委員会の事務部局の職員 ３人

７ 消防機関の職員 179人

８ 水道事業の職員 26人

合計 1,089人
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議案第１９号 

廿日市市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成２２年条例第１２号）                 （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号。以

下「法」という。）第２条第２項の規定により過疎地域として公示された本

市の区域（以下「過疎地域」という。）内において、製造の事業、農林水産

物等販売業  （法第30条に規定する農林水産物等販売業  をいう。以下同

じ。）又は旅館業（下宿営業を除く。以下同じ。）の用に供する特別償却設

備（過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税

に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成12年自治省令第20号）第

１条第１号イに規定する特別償却設備をいう。以下同じ。）を新設し、又は

増設した者に係る固定資産税の課税免除につき、廿日市市税条例（昭和31

年条例第29号）の特例を定めるものとする。 

第１条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号。以

下「法」という。）第２条第２項の規定により過疎地域として公示された本

市の区域（以下「過疎地域」という。）内において、製造の事業、情報通信

技術利用事業（法第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。以下同

じ。）又は旅館業（下宿営業を除く。以下同じ。）の用に供する特別償却設

備（過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税

に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成12年自治省令第20号）第

１条第１号イに規定する特別償却設備をいう。以下同じ。）を新設し、又は

増設した者に係る固定資産税の課税免除につき、廿日市市税条例（昭和31

年条例第29号）の特例を定めるものとする。 

（課税免除） （課税免除） 

第２条 過疎地域内において、製造の事業、農林水産物等販売業  又は旅館業

の用に供する特別償却設備を新設し、又は増設した者については、当該特別

償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（法第２

条第２項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土

地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地

とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に係

る固定資産税は、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降３箇

年度のものに限り課さないものとする。 

第２条 過疎地域内において、製造の事業、情報通信技術利用事業又は旅館業

の用に供する特別償却設備を新設し、又は増設した者については、当該特別

償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（法第２

条第２項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土

地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地

とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に係

る固定資産税は、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降３箇

年度のものに限り課さないものとする。 

  

附 則 附 則 

（この条例の失効） （この条例の失効） 

４ この条例は、平成33年３月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例

の失効前に固定資産税の課税免除を受けた者に対するこの条例の規定は、こ

の条例の失効後も、なおその効力を有する。 

４ この条例は、平成33年３月31日限り、その効力を失う。                
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議案第２０号 

廿日市市手数料条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市手数料条例（平成１２年条例第２号）                                     （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

(１) 一般関係 (１) 一般関係 

事務の種類 単位 手数料 備考 

（略） 

砂利採取計画の認可 １件 ３万3,900円１申請をもって１件とする。 

砂利採取計画の変更認

可 

１件 １万5,000円１申請をもって１件とする。 

（略） 
 

事務の種類 単位 手数料 備考 

（略） 

砂利採取計画の認可 １件 ３万7,000円１申請をもって１件とする。 

砂利採取計画の変更認

可 

１件 １万7,000円１申請をもって１件とする。 

（略） 
 

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

(４) 福祉関係 (４) 福祉関係 

事務の種類 単位 手数料 備考 

（略） 

指定地域密着型サービ

ス事業者の指定の更新 

１件 １万円１申請をもって１件とする。 

指定居宅介護支援事業

者の指定 

１件 ２万円１申請をもって１件とする。 

指定居宅介護支援事業 

者の指定の更新 

１件 １万円１申請をもって１件とする。 

（略） 

介護予防・日常生活支

援総合事業のうち第１

号事業を行う事業者の

指定 

１件 ２万円１申請をもって１件とする。

第１号訪問事業に係る複数の

指定の申請を同時に行う場合

又は第１号通所事業に係る複

数の指定の申請を同時に行う

場合は、それぞれ１件の申請

とみなす。 

介護予防・日常生活支

援総合事業のうち第１

１件 １万円１申請をもって１件とする。

第１号訪問事業に係る複数の

事務の種類 単位 手数料 備考 

（略） 

指定地域密着型サービ

ス事業者の指定の更新 

１件 １万円１申請をもって１件とする。 

（新設） 

 

（新設） 

 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

号事業を行う事業者の

指定の更新 

指定の更新の申請を同時に行

う場合又は第１号通所事業に

係る複数の指定の更新の申請

を同時に行う場合は、それぞ

れ１件の申請とみなす。 

(５)～(７) （略）                                                

 

 

 

 

 

(５)～(７) （略） 
(８) 消防関係 (８) 消防関係 

事務の種類 単位 手数料 備考 

（略） 

危険物準特定屋外タン

ク貯蔵所設置の許可 

１件 57万円１申請をもって１件とする。 

設置の許可に係る完成検査又

は変更の許可は、当該手数料

の額（変更の許可のうち、地

方公共団体の手数料の標準に

関する政令に規定する総務省

令で定める金額等を定める省

令（平成12年自治省令第５号。

以下「手数料省令」という。）

第２条で定める場合において

は、危険物屋外タンク貯蔵所

設置の許可の項に掲げる区分

の金額）の２分の１の額、変

更の許可に係る完成検査は、

当該手数料の額の４分の１の

額とする。 

危険物特定屋外タンク

貯蔵所設置の許可 

危険物の貯蔵最大数

量 

  １申請をもって１件とする。 

設置の許可に係る完成検査又

は変更の許可は、当該手数料

の額（変更の許可のうち、手

数料省令第２条で定める場合

においては、危険物屋外タン

ク貯蔵所設置の許可の項に掲

 1,000キロリットル

以上 

5,000キロリットル

１件 88万円

事務の種類 単位 手数料 備考 

（略） 

危険物準特定屋外タン

ク貯蔵所設置の許可 

１件 53万円１申請をもって１件とする。 

設置の許可に係る完成検査又

は変更の許可は、当該手数料

の額           

             

             

             

             

             

             

             

             

    の２分の１の額、変

更の許可に係る完成検査は、

当該手数料の額の４分の１の

額とする。 

危険物特定屋外タンク

貯蔵所設置の許可 

危険物の貯蔵最大数

量 

  １申請をもって１件とする。 

設置の許可に係る完成検査又

は変更の許可は、当該手数料

の額           

             

             

             

 1,000キロリットル

以上 

5,000キロリットル

１件 83万円
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改正後 改正前 

未満 げる区分の金額）の２分の１

の額、変更の許可に係る完成

検査は、当該手数料の額の４

分の１の額とする。 

5,000キロリットル

以上 

１万キロリットル

未満 

１件 107万円

１万キロリットル

以上 

５万キロリットル

未満 

１件 120万円

５万キロリットル

以上 

10万キロリットル

未満 

１件 152万円

10万キロリットル

以上 

20万キロリットル

未満 

１件 178万円

20万キロリットル

以上 

30万キロリットル

未満 

１件 407万円

30万キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 534万円

40万キロリットル

以上 

１件 649万円

危険物浮き屋根式特定

屋外タンク貯蔵所及び

浮き蓋付特定屋外タン

ク貯蔵所設置の許可 

危険物の貯蔵最大数

 １申請をもって１件とする。 

設置の許可に係る完成検査又

は変更の許可は、当該手数料

の額の２分の１の額、変更の

許可に係る完成検査は、当該

未満         の２分の１

の額、変更の許可に係る完成

検査は、当該手数料の額の４

分の１の額とする。 

5,000キロリットル

以上 

１万キロリットル

未満 

１件 101万円

１万キロリットル

以上 

５万キロリットル

未満 

１件 112万円

５万キロリットル

以上 

10万キロリットル

未満 

１件 142万円

10万キロリットル

以上 

20万キロリットル

未満 

１件 166万円

20万キロリットル

以上 

30万キロリットル

未満 

１件 388万円

30万キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 510万円

40万キロリットル

以上 

１件 629万円

危険物浮き屋根式特定

屋外タンク貯蔵所及び

浮き蓋付特定屋外タン

ク貯蔵所設置の許可 

危険物の貯蔵最大数 

 １申請をもって１件とする。 

設置の許可に係る完成検査又

は変更の許可は、当該手数料

の額の２分の１の額、変更の

許可に係る完成検査は、当該
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改正後 改正前 

量 手数料の額の４分の１の額と

する。  1,000キロリットル

以上 

5,000キロリットル

未満 

１件 118万円

5,000キロリットル

以上 

１万キロリットル

未満 

１件 141万円

１万キロリットル

以上 

５万キロリットル

未満 

１件 158万円

５万キロリットル

以上 

10万キロリットル

未満 

１件 194万円

10万キロリットル

以上 

20万キロリットル

未満 

１件 226万円

20万キロリットル

以上 
30万キロリットル

未満 

１件 455万円

30万キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 582万円

40万キロリットル

以上 

１件 707万円

危険物岩盤タンクに係  １申請をもって１件とする。 

量 手数料の額の４分の１の額と

する。  1,000キロリットル

以上 

5,000キロリットル

未満 

１件 113万円

5,000キロリットル

以上 

１万キロリットル

未満 

１件 134万円

１万キロリットル

以上 

５万キロリットル

未満 

１件 150万円

５万キロリットル

以上 

10万キロリットル

未満 

１件 183万円

10万キロリットル

以上 

20万キロリットル

未満 

１件 214万円

20万キロリットル

以上 

30万キロリットル

未満 

１件 435万円

30万キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 557万円

40万キロリットル

以上 

１件 677万円

危険物岩盤タンクに係  １申請をもって１件とする。 
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改正後 改正前 

る屋外タンク貯蔵所設

置の許可 

危険物の貯蔵最大数

量 

設置の許可に係る完成検査又

は変更の許可は、当該手数料

の額（変更の許可のうち、手

数料省令第２条で定める場合

においては、危険物屋外タン

ク貯蔵所設置の許可の項に掲

げる区分の金額）の２分の１

の額、変更の許可に係る完成

検査は、当該手数料の額の４

分の１の額とする。 

 40万キロリットル

未満 

１件 593万円

40万キロリットル

以上 

50万キロリットル

未満 

１件 747万円

50万キロリットル

以上 

１件 1,090万円

（略） 

製造所、貯蔵所又は取

扱所設置の許可に係る

完成検査前検査（基礎 

・地盤検査） 

特定屋外タンク貯蔵

所の危険物の貯蔵最

大数量 

  １申請をもって１件とする。 

変更の許可に係る完成検査前

検査は、当該手数料の額の２

分の１の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,000キロリットル

以上 

5,000キロリットル

未満 

１件 42万円

5,000キロリットル

以上 

１万キロリットル

未満 

１件 56万円

１万キロリットル

以上 

５万キロリットル

未満 

１件 73万円

る屋外タンク貯蔵所設

置の許可 

危険物の貯蔵最大数

量 

設置の許可に係る完成検査又

は変更の許可は、当該手数料

の額           

             

             

             

        の２分の１

の額、変更の許可に係る完成

検査は、当該手数料の額の４

分の１の額とする。 

 40万キロリットル

未満 

１件 575万円

40万キロリットル

以上 

50万キロリットル

未満 

１件 725万円

50万キロリットル

以上 

１件 1,070万円

（略） 

製造所、貯蔵所又は取

扱所設置の許可に係る

完成検査前検査（基礎 

・地盤検査） 

特定屋外タンク貯蔵

所の危険物の貯蔵最

大数量 

 １申請をもって１件とする。 

変更の許可に係る完成検査前

検査は、当該手数料の額の２

分の１の額とする。 

 1,000キロリットル

以上 

5,000キロリットル

未満 

１件 41万円

5,000キロリットル

以上 

１万キロリットル

未満 

１件 54万円

１万キロリットル

以上 

５万キロリットル

未満 

１件 70万円
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改正後 改正前 

５万キロリットル

以上 

10万キロリットル

未満 

１件 96万円 

10万キロリットル

以上 

20万キロリットル

未満 

１件 109万円

20万キロリットル

以上 

30万キロリットル

未満 

１件 166万円

30万キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 190万円

40万キロリットル

以上 

１件 212万円

製造所、貯蔵所又は取

扱所設置の許可に係る

完成検査前検査（溶接

部検査） 

特定屋外タンク貯蔵

所の危険物の貯蔵最

大数量 

 １申請をもって１件とする。 

変更の許可に係る完成検査前

検査は、当該手数料の額の２

分の１の額とする。 

 1,000キロリットル

以上 

5,000キロリットル

未満 

１件 53万円

5,000キロリットル

以上 

１万キロリットル

１件 68万円

５万キロリットル

以上 

10万キロリットル

未満 

１件 92万円

10万キロリットル

以上 

20万キロリットル

未満 

１件 104万円

20万キロリットル

以上 

30万キロリットル

未満 

１件 160万円

30万キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 182万円

40万キロリットル

以上 

１件 203万円

製造所、貯蔵所又は取

扱所設置の許可に係る

完成検査前検査（溶接

部検査） 

特定屋外タンク貯蔵

所の危険物の貯蔵最

大数量 

 １申請をもって１件とする。 

変更の許可に係る完成検査前

検査は、当該手数料の額の２

分の１の額とする。 

 1,000キロリットル

以上 

5,000キロリットル

未満 

１件 49万円

5,000キロリットル

以上 

１万キロリットル

１件 63万円
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改正後 改正前 

未満 

１万キロリットル

以上 

５万キロリットル

未満 

１件 103万円

５万キロリットル

以上 

10万キロリットル

未満 

１件 141万円

10万キロリットル

以上 

20万キロリットル

未満 

１件 178万円

20万キロリットル

以上 

30万キロリットル

未満 

１件 343万円

30万キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 419万円

40万キロリットル

以上 

１件 480万円

製造所、貯蔵所又は取

扱所設置の許可に係る

完成検査前検査（岩盤

タンク検査） 

屋外タンク貯蔵所の

危険物の貯蔵最大数

量 

 １申請をもって１件とする。 

変更の許可に係る完成検査前

検査は、当該手数料の額の２

分の１の額とする。 

 

 

 

 

 

 40万キロリットル

未満 

１件 932万円

未満 

１万キロリットル

以上 

５万キロリットル

未満 

１件 99万円

５万キロリットル

以上 

10万キロリットル

未満 

１件 131万円

10万キロリットル

以上 

20万キロリットル

未満 

１件 172万円

20万キロリットル

以上 

30万キロリットル

未満 

１件 332万円

30万キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 406万円

40万キロリットル

以上 

１件 465万円

製造所、貯蔵所又は取

扱所設置の許可に係る

完成検査前検査（岩盤

タンク検査） 

屋外タンク貯蔵所の

危険物の貯蔵最大数

量 

 １申請をもって１件とする。 

変更の許可に係る完成検査前

検査は、当該手数料の額の２

分の１の額とする。 

 40万キロリットル

未満 

１件 910万円
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改正後 改正前 

40万キロリットル

以上 

50万キロリットル

未満 

１件 1,260万円  

50万キロリットル

以上 

１件 1,730万円

特定屋外タンク貯蔵所

の保安検査 

危険物の貯蔵最大数

量 

 １申請をもって１件とする。 

 1,000キロリットル

以上 

5,000キロリットル

未満 

１件 32万円

5,000キロリットル

以上 

１万キロリットル

未満 

１件 46万円

１万キロリットル

以上 

５万キロリットル

未満 

１件 75万円

５万キロリットル

以上 

10万キロリットル

未満 

１件 102万円

10万キロリットル

以上 

20万キロリットル

未満 

１件 130万円

20万キロリットル

以上 

１件 315万円

40万キロリットル

以上 

50万キロリットル

未満 

１件 1,240万円

50万キロリットル

以上 

１件 1,700万円

特定屋外タンク貯蔵所

の保安検査 

危険物の貯蔵最大数

量 

 １申請をもって１件とする。 

 1,000キロリットル

以上 

5,000キロリットル

未満 

１件 31万円

5,000キロリットル

以上 

１万キロリットル

未満 

１件 43万円

１万キロリットル

以上 

５万キロリットル

未満 

１件 72万円

５万キロリットル

以上 

10万キロリットル

未満 

１件 96万円

10万キロリットル

以上 

20万キロリットル

未満 

１件 121万円

20万キロリットル

以上 

１件 295万円
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改正後 改正前 

30万キロリットル

未満 

30万キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 387万円

40万キロリットル

以上 

１件 446万円

岩盤タンクに係る特定

屋外タンク貯蔵所の保

安検査 

危険物の貯蔵最大数

量 

１申請をもって１件とする。 

 1,000キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 269万円

40万キロリットル

以上 

50万キロリットル

未満 

１件 323万円

50万キロリットル

以上 

１件 483万円

（略） 
 

30万キロリットル

未満 

30万キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 362万円

40万キロリットル

以上 

１件 417万円

岩盤タンクに係る特定

屋外タンク貯蔵所の保

安検査 

危険物の貯蔵最大数

量 

１申請をもって１件とする。 

 1,000キロリットル

以上 

40万キロリットル

未満 

１件 266万円

40万キロリットル

以上 

50万キロリットル

未満 

１件 319万円

50万キロリットル

以上 

１件 479万円

（略） 
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議案第２１号 

廿日市市市民センター条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市市民センター条例（昭和４７年条例第２号）                                  （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名 称 位 置 

廿日市市中央市民センター 廿日市市天神11番29号 

廿日市市平良市民センター 廿日市市平良二丁目７番６号 

廿日市市原市民センター 廿日市市原439番地２ 

廿日市市宮内市民センター 廿日市市宮内1553番地 

廿日市市地御前市民センター 廿日市市地御前三丁目10番５号 

廿日市市佐方市民センター 廿日市市佐方一丁目４番28号 

廿日市市阿品市民センター 廿日市市阿品二丁目23番８号 

廿日市市串戸市民センター 廿日市市串戸二丁目13番13号 

廿日市市阿品台市民センター 廿日市市阿品台四丁目１番41号 

廿日市市宮園市民センター 廿日市市宮園三丁目１番地５ 

廿日市市四季が丘市民センター 廿日市市四季が丘五丁目13番地３ 

廿日市市友和市民センター 廿日市市友田407番地１ 

廿日市市津田市民センター 廿日市市津田4218番地 

廿日市市吉和市民センター 廿日市市吉和3425番地１ 

廿日市市大野市民センター 廿日市市大野1328番地 

廿日市市大野西市民センター 廿日市市丸石二丁目５番17号 

廿日市市大野東市民センター 廿日市市宮島口東二丁目12番５号 

廿日市市宮島市民センター 廿日市市宮島町600番地 

廿日市市宮島杉之浦市民センター 廿日市市宮島町993番地１ 
 

名称 位置 

廿日市市中央市民センター 廿日市市天神11番29号 

廿日市市平良市民センター 廿日市市平良二丁目７番６号 

廿日市市原市民センター 廿日市市原439番地２ 

廿日市市宮内市民センター 廿日市市宮内1553番地 

廿日市市地御前市民センター 廿日市市地御前三丁目10番５号 

廿日市市佐方市民センター 廿日市市佐方一丁目４番28号 

廿日市市阿品市民センター 廿日市市阿品二丁目23番８号 

廿日市市串戸市民センター 廿日市市串戸二丁目13番13号 

廿日市市阿品台市民センター 廿日市市阿品台四丁目１番41号 

廿日市市宮園市民センター 廿日市市宮園三丁目１番地５ 

廿日市市四季が丘市民センター 廿日市市四季が丘五丁目13番地３ 

廿日市市友和市民センター 廿日市市友田407番地１ 

廿日市市津田市民センター 廿日市市津田4218番地 

廿日市市吉和市民センター 廿日市市吉和3425番地１ 

廿日市市大野市民センター 廿日市市大野1328番地 

廿日市市大野西市民センター 廿日市市丸石二丁目５番17号 

廿日市市宮島市民センター 廿日市市宮島町600番地 

廿日市市宮島杉之浦市民センター 廿日市市宮島町993番地１ 
 

（指定管理者による管理等） 

第13条 （略） 

２ （略） 

３ 第４条から第９条まで、第10条第１項から第３項まで、第11条及び前条

並びに別表第１及び別表第２の規定は、第１項の規定により指定管理者に市

民センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次

（指定管理者による管理等） 

第13条 （略） 

２ （略） 

３ 第４条から第９条まで、第10条第１項から第３項まで、第11条及び前条

並びに別表第１及び別表第２の規定は、第１項の規定により指定管理者に市

民センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次
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改正後 改正前 

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる

字句と読み替えるものとする。 

第４条及び第５条 教育委員会 指定管理者 

認めるときは 認めるときは、あらかじ

め教育委員会の承認を得

て 

（略） 

別表第１の16の表から19

の表まで 

基本使用料 基本利用料金 

（略） 

別表第１（第10条関係） 

 １から16まで （略） 

 17 廿日市市大野東市民センター 

区分 基本使用料 

午前 午後 夜間 午前・午後午後・夜間 １日 

９時から

12時30分

まで 

13時から

17時まで 

17時から

21時30分

まで 

９時から

17時まで 

13時から

21時30分

まで 

９時から 

21時30分

まで 

研修室１ 790円 910円 1,020円 1,820円 1,930円 2,840円

研修室２ 740円 840円 950円 1,690円 1,790円 2,640円

研修室３ 1,110円 1,270円 1,420円 2,540円 2,690円 3,960円

研修室４ 360円 410円 470円 830円 880円 1,300円

多目的室 230円 270円 300円 540円 570円 850円

工作室 360円 410円 470円 830円 880円 1,300円

和室 240円 280円 310円 560円 600円 880円

調理実習室 510円 580円 660円 1,170円 1,240円 1,830円
 

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる

字句と読み替えるものとする。 

第４条及び第５条 教育委員会 指定管理者 

認めるときは 認めるときは、あらかじ

め教育委員会の承認を得

て 

（略） 

別表第１の16の表から18

の表まで 

基本使用料 基本利用料金 

（略） 

別表第１（第10条関係） 

 １から16まで （略） 

（新設） 

 

 備考 １の表備考の規定は、この表について準用する。 

 18 廿日市市宮島市民センター （略） 

 19 廿日市市宮島杉之浦市民センター （略） 

 

 17 廿日市市宮島市民センター （略） 

 18 廿日市市宮島杉之浦市民センター （略） 
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議案第２２号 

廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例（平成元年条例第３３号）                           （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１) ホテル等 旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第２項に定める

旅館・ホテル営業又は同条第３項           に定める簡易

宿所営業の用に供する施設をいう。 

(１) ホテル等 旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第２項に定める

ホテル営業、同条第３項に定める旅館営業又は同条第４項に定める簡易

宿所営業の用に供する施設をいう。 

(２)～(３) （略） (２)～(３) （略） 
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議案第２３号 

廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例（平成６年条例第２号）           （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第７章 （略） 第１章～第７章 （略） 

第８章 罰則（第32条・第33条）   

附則 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び再利用を促進することによ

って廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の

清潔を保持することにより、循環型社会の形成及び生活環境の保全並びに公

衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的

とする。 

（家庭系廃棄物の分別、排出等） 

第13条 （略） 

２ 土地又は建物の占有者は、その利用に係る第11条第１項の規定により市が

家庭系廃棄物を収集するときの家庭系廃棄物の集積所（次条第１項において

「集積所」という。）を、相互に協力して周辺の生活環境に支障を及ぼさな

いよう適正に管理しなければならない。 

３ （略） 

附則 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び再利用を促進することによ

って廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の

清潔を保持することにより、生活環境の保全及び           公

衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的

とする。 

（家庭系廃棄物の分別、排出等） 

第13条 （略） 

２ 土地又は建物の占有者は、その利用に係る第11条第１項の規定により市が

家庭系廃棄物を収集するときの家庭系廃棄物の集積所                

 を、相互に協力して周辺の生活環境に支障を及ぼさな

いよう適正に管理しなければならない。 

３ （略） 

（収集又は運搬の禁止等） 

第13条の２ 一般廃棄物処理計画に従い集積所に排出された廃棄物のうち、再

利用の対象となる物として規則で定めるもの（次項において「再利用対象物」

という。）については、市及び市長が指定する者以外の者は、これらを収集

し、又は運搬してはならない。 

２ 市長は、市及び市長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して再利用

対象物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わ

ないよう命ずることができる。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第８章 罰則 

（罰則） 

第32条 第13条の２第２項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰

金に処する。 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（両罰規定） 

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員

が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。 

 

（新設） 
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議案第２４号 

廿日市市乳幼児等医療費支給条例及び廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市乳幼児等医療費支給条例（昭和４８年条例第１１号）【第１条関係】                        （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（受給資格者等） （受給資格者等） 

第３条 (略) 第３条 (略) 

２ (略) ２ (略) 

３ 第１項の規定にかかわらず、乳幼児等が出生した日又はそれぞれ１歳から

15歳に達する日の属する年において、乳幼児等を養育している者の前年の所

得（１月１日から６月１日までの間に出生した場合にあつては、前々年の所

得）が、その者の所得税法（昭和40年法律第33号）に規定する同一生計配偶

者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）並びにその者の扶養親族等

でない児童（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者をい

う。）でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数

に応じて、規則で定める額以上であるときは、受給資格者としない。ただし、

震災、風水害、火災、落雷その他これらに類する災害を受けるなど乳幼児等

を養育している者に特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでな

い。 

３ 第１項の規定にかかわらず、乳幼児等が出生した日又はそれぞれ１歳から

15歳に達する日の属する年において、乳幼児等を養育している者の前年の所

得（１月１日から６月１日までの間に出生した場合にあつては、前々年の所

得）が、その者の所得税法（昭和40年法律第33号）に規定する控除対象配偶

者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）並びにその者の扶養親族等

でない児童（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者をい

う。）でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数

に応じて、規則で定める額以上であるときは、受給資格者としない。ただし、

震災、風水害、火災、落雷その他これらに類する災害を受けるなど乳幼児等

を養育している者に特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでな

い。 

４・５ (略) ４・５ (略) 
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○廿日市市重度心身障害者医療費支給条例（昭和４８年条例第３５号）【第２条関係】                     （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（医療費の給付） （医療費の給付） 

第４条 (略)  第４条 (略)  

２ (略) ２ (略) 

３ 医療費は、対象者の前年の所得（１月から７月までの間に受けた医療に係

る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。）が、その者の所得

税法（昭和40年法律第33号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無

及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34

号）附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民

年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和61年政令第53号）による改

正前の国民年金法施行令（以下「旧施行令」という。）第６条の４第１項に

規定する額を超えるときは支給しない。 

３ 医療費は、対象者の前年の所得（１月から７月までの間に受けた医療に係

る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。）が、その者の所得

税法（昭和40年法律第33号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無

及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34

号）附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民

年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和61年政令第53号）による改

正前の国民年金法施行令（以下「旧施行令」という。）第６条の４第１項に

規定する額を超えるときは支給しない。 

４～６ (略) ４～６ (略) 
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議案第２５号 

廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例等の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例（昭和５４年条例第２６号）【第１条関係】                     （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（受給資格者） （受給資格者） 

第３条 この条例により支給する医療費（以下「ひとり親家庭等医療費」とい

う。）の支給を受けることができる者（以下「受給資格者」という。）は、

廿日市市（以下「市」という。）の区域内に住所を有する者であつて国民健

康保険法（昭和33年法律第192号）の被保険者（同法第116条の２に規定する

入院等をしたことにより、市の区域外に住所を有することとなつた者を含

む。）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の被保険

者（広島県の区域外に住所を有することとなつた者であつて、同法第55条又

は第55条の２の規定により広島県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢

者医療の被保険者となるものを含む。）又は社会保険各法の被保険者若しく

は被扶養者である者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。 

第３条 この条例により支給する医療費（以下「ひとり親家庭等医療費」とい

う。）の支給を受けることができる者（以下「受給資格者」という。）は、

廿日市市（以下「市」という。）の区域内に住所を有する者であつて国民健

康保険法（昭和33年法律第192号）の被保険者（同法第116条の２に規定する

入院等をしたことにより、市の区域外に住所を有することとなつた者を含

む。）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の被保険

者又は                              

                                 

                   社会保険各法の被保険者若しく

は被扶養者である者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１)～(３) (略) (１)～(３) (略) 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資

格者としない。この場合において、第２号の所得税の額を計算するときは、

所得税法等の一部を改正する法律（平成22年法律第６号）の規定による改正

前の所得税法（昭和40年法律第33号）の規定により算定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資

格者としない。この場合において、第２号の所得税の額を計算するときは、

所得税法等の一部を改正する法律（平成22年法律第６号）の規定による改正

前の所得税法（昭和40年法律第33号）の規定により算定するものとする。 

(１)～(３) (略) (１)～(３) (略) 

(４) 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者で、同法第55条又は第 

55条の２の規定により広島県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者

医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるもの 

(４) 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者で、同法第55条に規定す

る入院等をしたことにより、市の区域内に住所を有することとなつた 

                       もの 
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○廿日市市重度心身障害者医療費支給条例（昭和４８年条例第３５号）【第２条関係】                     （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（対象者） （対象者） 

第３条 この条例により、医療費の支給を受けることのできる者（以下「対象

者」という。）は廿日市市（以下「市」という。）の区域内に住所を有する

者であつて、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の被保険者（同法第1

16条の２に規定する入院等をしたことにより、市の区域外に住所を有するこ

ととなつた者を含む。）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律

第80号）の被保険者（広島県の区域外に住所を有することとなつた者であつ

て、同法第55条又は第55条の２の規定により広島県後期高齢者医療広域連合

が行う後期高齢者医療の被保険者となるものを含む。）又は社会保険各法の

被保険者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

第３条 この条例により、医療費の支給を受けることのできる者（以下「対象

者」という。）は廿日市市（以下「市」という。）の区域内に住所を有する

者であつて、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の被保険者（同法第1

16条の２に規定する入院等をしたことにより、市の区域外に住所を有するこ

ととなつた者を含む。）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律

第80号）の被保険者（同法第55条に規定する入院等をしたことにより、広島

県の区域外に住所を有することとなつた者              

                    を含む。）又は社会保険各法の

被保険者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

(１)・(２) (略) (１)・(２) (略) 

２ 次の各号のいずれかに該当するものについては、前項の規定にかかわらず

対象者としない。 

２ 次の各号のいずれかに該当するものについては、前項の規定にかかわらず

対象者としない。 

(１)～(３) (略)  (１)～(３) (略)  

(４) 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者で、同法第55条又は第 

55条の２の規定により広島県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者

医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるもの 

(４) 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者で、同法第55条に規定す

る入院等をしたことにより、広島県の区域外から市の区域内に住所を有

することとなつた               もの 

(５) (略)  (５) (略)  
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○廿日市市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第２号）【第３条関係】                       （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（保険料を徴収すべき被保険者） （保険料を徴収すべき被保険者） 

第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。 第３条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」

という。）第55条第１項（法第55条の２第２項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等（法第55条第

１項に規定する病院等をいう。以下同じ。）に入院等（法第55条第１項

に規定する入院等をいう。以下同じ。）をした際市に住所を有していた

もの 

(２) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」

という。）第55条第１項                     

    の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等（同項   

  に規定する病院等をいう。以下同じ。）に入院等（同項      

に規定する入院等をいう。以下同じ。）をした際市に住所を有していた

もの 

(３) 法第55条第２項第１号（法第55条の２第２項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をし

ている２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市に住所を

有していたもの 

(３) 法第55条第２項第１号                    

    の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をし

ている２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市に住所を

有していたもの 

(４) 法第55条第２項第２号（法第55条の２第２項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55

条第２項第２号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院

等の際市に住所を有していたもの 

(４) 法第55条第２項第２号                    

    の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号 

       に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院

等の際市に住所を有していたもの 

(５) 法第55条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健

康保険法（昭和33年法律第192号）第116条の２第１項又は第２項の規定

の適用を受け、これらの規定により市に住所を有するものとみなされた

国民健康保険の被保険者であった被保険者 

(新設) 
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議案第２６号 

廿日市市介護保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市介護保険条例（平成１２年条例第２３号）                                    （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第２条 平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率は、次の各

号に掲げる第１号被保険者（介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」

という。）第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の

区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

第２条 平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、次の各

号に掲げる第１号被保険者（介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」

という。）第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の

区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）第3

9条第１項第１号に掲げる者 ３万2,990円 

(１) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）第3

9条第１項第１号に掲げる者 ３万200円  

(２) 令第39条第１項第２号に掲げる者 ４万4,206円 (２) 令第39条第１項第２号に掲げる者 ４万468円  

(３) 令第39条第１項第３号に掲げる者 ４万9,485円 (３) 令第39条第１項第３号に掲げる者 ４万5,300円 

(４) 令第39条第１項第４号に掲げる者 ５万9,382円 (４) 令第39条第１項第４号に掲げる者 ５万4,360円 

(５) 令第39条第１項第５号に掲げる者 ６万5,980円 (５) 令第39条第１項第５号に掲げる者 ６万400円  

(６) 次のいずれかに該当する者 ７万9,176円 (６) 次のいずれかに該当する者 ７万2,480円 

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する

合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、

第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第

１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から

令第38条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下

この項において同じ。）が125万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第1

3号に規定する合計所得金額であって、当該保険料の賦課期日の属する

年の前年のものをいう。以下この条において同じ。）が125万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者（生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定

する要保護者をいう。以下この条及び附則第15条において同じ。）で

あって、その者が課される保険料額 についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護（生活保護法第２条に規定する保護をいう。

以下この条において同じ。）を必要としない状態となるもの（令第39

条第１項第１号イ（(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第８号イ、

第９号イ、第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者（生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定

する要保護者をいう。以下この条及び附則第15条において同じ。）で

あって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護（生活保護法第２条に規定する保護をいう。

以下この条において同じ。）を必要としない状態となるもの（令第39

条第１項第１号イ（(１)に係る者 を除く。）、次号イ、第８号イ又

は第９号イ          に該当する者を除く。） 

(７) 次のいずれかに該当する者 ８万5,774円 (７) 次のいずれかに該当する者 ７万8,520円 
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改正後 改正前 

ア 合計所得金額が200万円未満      であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が125万円以上190万円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しない者  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額 についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第

９号イ、第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る者 を除く。）、次号イ又は

第９号イ          に該当する者を除く。） 

(８) 次のいずれかに該当する者 ９万8,970円 (８) 次のいずれかに該当する者 ９万600円  

ア 合計所得金額が300万円未満      であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が190万円以上400万円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しない者  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額 についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第1

0号イ又は第11号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る者 を除く。）又は次号イ 

         に該当する者を除く。） 

(９) 次のいずれかに該当する者 10万8,867円 (９) 次のいずれかに該当する者 10万5,700円 

ア 合計所得金額が400万円未満      であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が400万円以上600万円未満であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しない者  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額 についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を除く。）、次号イ又は

第11号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る者 を除く。）に     

     該当する者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 11万5,465円 (新設) 

ア 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの 

 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を除く。）又は次号イに

該当する者を除く。） 

 

(11) 次のいずれかに該当する者 12万2,063円 (新設) 

ア 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの 
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改正後 改正前 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区

分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を除く。）に該当する者

を除く。） 

 

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 13万1,960円 (10) 前各号のいずれにも該当しない者 11万1,740円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率は、同号の規定に

かかわらず、２万9,691円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、同号の規定に

かかわらず、２万7,180円とする。 

第13条 市は、被保険者、被保険者   の配偶者若しくは被保険者   の

属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正

当な理由なしに、法第202条第１項の規定により文書その他の物件の提出若

しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質

問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料

に処する。 

第13条 市は、被保険者、第１号被保険者の配偶者若しくは第１号被保険者の

属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正

当な理由なしに、法第202条第１項の規定により文書その他の物件の提出若

しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質

問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料

に処する。 
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議案第２７号 

廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第２７号）      （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数） （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他市長が定める者（以下この章

において「看護師、介護福祉士等」という。）をもって充てなければならな

い。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、

看護師、介護福祉士等又は前項第４号アの看護職員との連携を確保している

ときは、サービス提供責任者（介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者

の指定の申請者に関する事項並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成24年広島県条例第68号。以下「指

定居宅サービス等基準条例」という。）第６条第２項のサービス提供責任者

をいう。以下同じ。）の業務に１年以上（特に業務に従事した経験が必要な

者として市長が定めるものにあっては、３年以上）従事した経験を有する者

をもって充てることができる。 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他市長が定める者（以下この章

において「看護師、介護福祉士等」という。）をもって充てなければならな

い。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、

看護師、介護福祉士等又は前項第４号アの看護職員との連携を確保している

ときは、サービス提供責任者（介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者

の指定の申請者に関する事項並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成24年広島県条例第68号。以下「指

定居宅サービス等基準条例」という。）第６条第２項のサービス提供責任者

をいう。以下同じ。）の業務に３年以上                

                      従事した経験を有する者

をもって充てることができる。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に   

掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇

に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず           

        、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることがで

きる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次の各号に

掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇

に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、午後６時から午前８時

までの間において、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることがで

きる。 

(１)～(11) （略） (１)～(11) （略） 

(12) 介護医療院 （新設） 

６ （略） ６ （略） 

７ 当該                指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合

は、第４項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サ

ービスに従事することができる。 

７ 午後６時から午前８時までの間は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合

は、第４項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サ

ービスに従事することができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合

において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合

において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対

-41-



 

改正後 改正前 

する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第１項の規定にかかわら

ず                、随時訪問サービスを行う訪問介護員

等を置かないことができる。 

する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第１項の規定にかかわら

ず、午後６時から午前８時までの間は、随時訪問サービスを行う訪問介護員

等を置かないことができる。 

９～11 （略） ９～11 （略） 

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者（指

定居宅サービス等基準条例第49条第１項に規定する指定訪問看護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の事業と指定訪問看護（指定居宅サービス等基準条例第48条に

規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準条例第49条第１

項第１号に規定する人員に関する基準を満たすとき（同条第６項の規定によ

り同条第１項第１号及び第２項に規定する基準を満たしているものとみな

されているとき及び第191条第14項の規定により同条第４項に規定する基準

を満たしているものとみなされているときを除く。）は、当該指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者は、第１項第４号アに規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者（指

定居宅サービス等基準条例第49条第１項に規定する指定訪問看護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の事業と指定訪問看護（指定居宅サービス等基準条例第48条に

規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準条例第49条第１

項第１号に規定する人員に関する基準を満たすとき（同条第６項の規定によ

り同条第１項第１号及び第２項に規定する基準を満たしているものとみな

されているとき及び第191条第10項の規定により同条第４項に規定する基準

を満たしているものとみなされているときを除く。）は、当該指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者は、第１項第４号アに規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第32条 （略） 第32条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項本文の規定にかかわらず、                   

随時対応サービスについては、市長が地域の実情を勘案して適切と認める範

囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の

契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が

密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を

受けることができる。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、午後６時から午前８時までの間に行われる

随時対応サービスについては、市長が地域の実情を勘案して適切と認める範

囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の

契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が

密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を

受けることができる。 

４ （略） ４ （略） 

（地域との連携等） （地域との連携等） 

第39条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住

民の代表者、地域の医療関係者、市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第１項に規

第39条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住

民の代表者、地域の医療関係者、市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第１項に規

-42-



 

改正後 改正前 

定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に

ついて知見を有する者等により構成される協議会（以下この項において「介

護・医療連携推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以上、介

護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、

介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければ

ならない。 

定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に

ついて知見を有する者等により構成される協議会（以下この項において「介

護・医療連携推進会議」という。）を設置し、おおむね３月に１回以上、介

護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、

介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければ

ならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に

対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、正当な

理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければならない   

 。  

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に

対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には    

          、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行うよう努めなければならな

い。 

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数） 

第47条 （略） 第47条 （略） 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他市長が定める者をもって充て

なければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定

夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保

しているときは、１年以上（特に業務に従事した経験が必要な者として市長

が定めるものにあっては、３年以上）サービス提供責任者の業務に従事した

経験を有する者をもって充てることができる。 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他市長が定める者をもって充て

なければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定

夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保

しているときは、３年以上                      

                サービス提供責任者の業務に従事した

経験を有する者をもって充てることができる。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第59条の３ (略) 第59条の３ (略) 

２ (略) ２ (略) 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごと

に、第１項第３号の介護職員（前項 の適用を受ける場合にあっては、同項

の看護職員又は介護職員。次項及び第７項において同じ。）を、常時１人以

上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごと

に、第１項第３号の介護職員（第２項の適用を受ける場合にあっては、同項

の看護職員又は介護職員。次項及び第７項において同じ。）を、常時１人以

上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。 

４～８ (略) ４～８ (略) 

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） 
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第59条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるもの

とする。 

第59条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるもの

とする。 

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略） 

(６) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に

把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを

利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症（法第５条の２第

１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）である要介護者に対しては、

必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える

ものとする。 

(６) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に

把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを

利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症（法第５条の２ 

  に規定する認知症をいう。以下同じ。）である要介護者に対しては、

必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える

ものとする。 

（この節の趣旨） （この節の趣旨） 

第59条の21 第１節から前節 までの規定にかかわらず、指定療養通所介護

（指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん

末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なも

のを対象者とし、第59条の31に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものを

いう。以下同じ。）の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基

準については、この節に定めるところによる。 

第59条の21 第１節から第４節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護

（指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん

末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なも

のを対象者とし、第59条の31に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものを

いう。以下同じ。）の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基

準については、この節に定めるところによる。 

（利用定員） （利用定員） 

第59条の25 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指定療養通所介

護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利

用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を18人以下とする。 

第59条の25 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指定療養通所介

護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利

用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を９人以下とする。 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第59条の27 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第59条の34に規定する重

要事項に関する規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第59条の3

2第１項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び

第59条の35第１項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した

文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得

なければならない。 

第59条の27 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第59条の34に規定する運

営規程      の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第59条の3

2第１項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び

第59条の35第１項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した

文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得

なければならない。 

２ （略） ２ （略） 
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（準用） （準用） 

第59条の38 第10条から第13条まで、第16条から第18条まで、第20条、第22

条、第28条、第34条から第38条まで、第41条、第59条の７（第３項第２号を

除く。）、第59条の８及び第59条の13から第59条の18までの規定は、指定療

養通所介護の事業について準用する。この場合において、第34条中「運営規

程」とあるのは「第59条の34に規定する重要事項に関する規程」と、「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」

と、第59条の13第３項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通

所介護従業者」と、第59条の17第１項中「地域密着型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「６

月」とあるのは「12月」と、同条第３項中「当たっては」とあるのは「当た

っては、利用者の状態に応じて」と、第59条の18第４項中「第59条の５第４

項」とあるのは「第59条の26第４項」と読み替えるものとする。 

第59条の38 第10条から第13条まで、第16条から第18条まで、第20条、第22

条、第28条、第34条から第38条まで、第41条、第59条の７（第３項第２号を

除く。）、第59条の８及び第59条の13から第59条の18までの規定は、指定療

養通所介護の事業について準用する。この場合において、第34条中    

                               「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」

と、第59条の13第３項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通

所介護従業者」と、第59条の17第１項中「地域密着型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「６

月」とあるのは「12月」と、同条第３項中「当たっては」とあるのは「当た

っては、利用者の状態に応じて」と、第59条の18第４項中「第59条の５第４

項」とあるのは「第59条の26第４項」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第61条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特別養護

老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の５に規定する特

別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第20条の４に規定する養護老

人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又

は特定施設をいう。以下この項において同じ。）に併設されていない事業所

において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。）の事業を行う者及び

併設型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設されている

事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の

事業を行う者（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者の職種は、次の各号に掲

げるものとし、その員数は、当該各号に定めるとおりとする。 

第61条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特別養護

老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の５に規定する特

別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第20条の４に規定する養護老

人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設      、社会福祉施設又

は特定施設をいう。以下この項において同じ。）に併設されていない事業所

において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。）の事業を行う者及び

併設型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設されている

事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の

事業を行う者（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者の職種は、次の各号に掲

げるものとし、その員数は、当該各号に定めるとおりとする。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前３項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利

用者（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（廿日市市指定地域密着型介護

４ 前３項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利

用者（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（指定地域密着型介護予防サー
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予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例（平成24年条例第28号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条

例」という。）第５条第１項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護（同項第１号に規定する単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。）に対して一体的に行わ

れるものをいい、その利用定員（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供

を受けることができる利用者の数の上限をいう。第63条第２項第１号アにお

いて同じ。）を12人以下とする。 

ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例  

  （平成24年条例第28号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条

例」という。）第５条第１項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護（同項第１号に規定する単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。）に対して一体的に行わ

れるものをいい、その利用定員（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供

を受けることができる利用者の数の上限をいう。第63条第２項第１号アにお

いて同じ。）を12人以下とする。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

（利用定員等） （利用定員等） 

第65条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用型指定

認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所

介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。）は、指定認知

症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所においては共同生活住居（法第８条第20項又は法第８条の２第15項に

規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地域密着型特定施

設又は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設（第178条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）においては施設ごとに１

日当たり３人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設におい

てはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入

居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１

日当たり12人以下となる数とする。 

第65条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用型指定

認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所

介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。）は、指定認知

症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所においては共同生活住居（法第８条第20項又は法第８条の２第15項に

規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地域密着型特定施

設又は指定地域密着型介護老人福祉施設               

                                 

                      においては施設ごとに１

日当たり３人以下とする                      

                                 

                                 

               。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法第41

条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法第41

条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着
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型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス（法第53条第１項に

規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護

予防サービス（法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスをいう。）若しくは指定介護予防支援（法第58条第１項に規定する指定

介護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８条第25項に規定す

る介護保険施設をいう。以下同じ。）若しくは指定介護療養型医療施設の運

営（第82条第７項及び第191条第８項において「指定居宅サービス事業等」

という。）について３年以上の経験を有する者でなければならない。 

型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス（法第53条第１項に

規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護

予防サービス（法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスをいう。）若しくは指定介護予防支援（法第58条第１項に規定する指定

介護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８条第25項に規定す

る介護保険施設をいう。以下同じ。）若しくは指定介護療養型医療施設の運

営（第82条第７項         において「指定居宅サービス事業等」

という。）について３年以上の経験を有する者でなければならない。 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第82条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定小規模多機

能型居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定小規

模多機能型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき指定小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる従業者（以下「小規模多機能型居宅介護従業者」と

いう。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤

換算方法で、通いサービス（登録者（指定小規模多機能型居宅介護を利用す

るために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下

この章において同じ。）を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行

う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。）の提供に当

たる者をその利用者（当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型介護予防サービス基準条

例第44条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を

いう。以下この章において同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定小規模

多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第43条に規定する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。）の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指

定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利

用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が３又はその端数を増すご

とに１以上及び訪問サービス（小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居

宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護（第７項に規定

する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該

第82条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定小規模多機

能型居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定小規

模多機能型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき指定小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる従業者（以下「小規模多機能型居宅介護従業者」と

いう。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤

換算方法で、通いサービス（登録者（指定小規模多機能型居宅介護を利用す

るために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下

この章において同じ。）を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行

う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。）の提供に当

たる者をその利用者（当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型介護予防サービス基準条

例第44条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を

いう。以下この章において同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定小規模

多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第43条に規定する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。）の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指

定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利

用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が３又はその端数を増すご

とに１以上及び訪問サービス（小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居

宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護（第７項に規定

する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該
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本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介

護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項

に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当

該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する

本体事業所並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第191条第８項に規定するサテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う

指定小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章において同じ。）

の提供に当たる者を１以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模

多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者について

は、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務

を除く。）をいう。第５項において同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤

務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 

本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介

護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項

に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当

該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する

本体事業所及び当該本体事業所 に係る他の同項に規定するサテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所                 

                    の登録者の居宅において行う

指定小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章において同じ。）

の提供に当たる者を１以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模

多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者について

は、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務

を除く。）をいう。第５項において同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤

務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を

満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設

等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲

げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職

務に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を

満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設

等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲

げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職

務に従事することができる。 

当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所に中欄に

掲げる施設等のいずれか

が併設されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設、指定介護

療養型医療施設 （医療法（昭和23年

法律第205号）第７条第２項第４号に規

定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。）又は介護医療院 

介護職員 

(略) 
 

当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所に中欄に

掲げる施設等のいずれか

が併設されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設又は指定介

護療養型医療施設（医療法（昭和23年

法律第205号）第７条第２項第４号に規

定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。）        

介護職員 

(略) 
 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所（指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業

等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有す

る指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所（指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業

等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有す

る指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の
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指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規

模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本

体事業所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同

じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業

者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、１

人以上とすることができる。 

指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規

模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下       「本

体事業所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同

じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業

者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、１

人以上とすることができる。 

８～13 （略） ８～13 （略） 

（管理者） （管理者） 

第83条 （略） 第83条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター（老

人福祉法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下

同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事

業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（第

192条第３項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同

じ。）等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定

する政令で定める者をいう。次条、第111条第２項、第112条、第192条第３

項及び第193条において同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従

事した経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了しているもの

でなければならない。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター（老

人福祉法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下

同じ。）、介護老人保健施設      、指定小規模多機能型居宅介護事

業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（第

192条第２項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同

じ。）等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定

する政令で定める者をいう。次条、第111条第２項、第112条、第192条第２

項及び第193条において同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従

事した経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了しているもの

でなければならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） （指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第84条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規

模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複

合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護

に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの

経営に携わった経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了して

いるものでなければならない。 

第84条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設      、指定小規

模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複

合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護

に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの

経営に携わった経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了して

いるものでなければならない。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 
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第103条 （略） 第103条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間

における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間

における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設  

    、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

（管理者） （管理者） 

第111条 （略） 第111条 （略） 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供す

るために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービ

スセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介

護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了してい

るものでなければならない。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供す

るために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービ

スセンター、介護老人保健施設      、指定認知症対応型共同生活介

護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了してい

るものでなければならない。 

（指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） （指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第112条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホ

ーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認

知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認

知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若し

くは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であ

って、別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。 

第112条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホ

ーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設      、指定認

知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認

知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若し

くは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であ

って、別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。 

（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針） （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針） 

第117条 （略） 第117条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者

に周知徹底を図ること。 

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(３) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。 

（新設） 
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８ （略） ７ （略） 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第125条 （略） 第125条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜

間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜

間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 

     、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第130条 （略） 第130条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施

設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそ

れぞれ   １人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライ

ト型特定施設（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以

外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施

設に対する支援機能を有するもの（以下この章において「本体施設」という。）

との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域

密着型特定施設をいう。以下同じ。）にあっては、常勤換算方法で１以上と

する。 

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施

設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち１人以上及び介

護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライ

ト型特定施設（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以

外の介護老人保健施設      又は病院若しくは診療所であって当該施

設に対する支援機能を有するもの（以下この章において「本体施設」という。）

との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域

密着型特定施設をいう。以下同じ。）にあっては、常勤換算方法で１以上と

する。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の規定にかかわらず、サテラ

イト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者について

は、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に

行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の規定にかかわらず、サテラ

イト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者について

は、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に

行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

(１) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士又は介護支援専門員 

(１) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士  

    又は介護支援専門員 

(２) （略） (２) （略） 

(３) 介護医療院 介護支援専門員 （新設） 

８～10 （略） ８～10 （略） 
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（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針） （指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第138条 （略） 第138条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(３) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

（新設） 

７ （略） ６ （略） 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第151条 （略） 第151条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介

護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定地域

密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（第

178条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下

この項において同じ。）を除く。以下この項において同じ。）に ユニット

型指定介護老人福祉施設（介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年広島県条例第９号

 。以下「指定介護老人福祉施設基準条例」という。）第32条に規定するユ

ニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を併設

する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人

福祉施設の介護職員及び看護職員（指定介護老人福祉施設基準条例第39条第

１項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）又は指定地域密着型介護

老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場

合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設の介護職員及び看護職員（第187条第２項の規定に基づき配置

される看護職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介

護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定地域

密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（第

178条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下

この項において同じ。）を除く。以下この条において同じ。）及びユニット

型指定介護老人福祉施設（介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年広島県条例第９号

                        ）第32条に規定するユ

ニット型指定介護老人福祉施設をいう            。）を併設

する場合又は指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設を併設する場合                

                                 

                                 

                                 

      の介護職員及び看護職員（第187条第２項の規定に基づき配置

される看護職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この
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限りでない。 限りでない。 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設（当該施設を設

置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、

指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施設である指定地域密

着型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及び第17項、次条第１項第６号

並びに第180条第１項第３号において同じ。）、介護老人保健施設、介護医

療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有する

もの（以下この章において「本体施設」という。）との密接な連携を確保し

つつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設

をいう。以下同じ。）の医師については、本体施設の医師により当該サテラ

イト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、

これを置かないことができる。 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設（当該施設を設

置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、

指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施設である指定地域密

着型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及び第17項、次条第１項第６号

並びに第180条第１項第３号において同じ。）、介護老人保健施設    

  又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有する

もの（以下この章において「本体施設」という。）との密接な連携を確保し

つつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設

をいう。以下同じ。）の医師については、本体施設の医師により当該サテラ

イト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、

これを置かないことができる。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定にかかわらず、サテライト

型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員につ

いては、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定にかかわらず、サテライト

型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員につ

いては、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士、作業療法士若

しくは言語聴覚士又は介護支援専門員 

(２) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療

法士      又は介護支援専門員 

(３) （略） (３) （略） 

(４) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 （新設） 

９～17 （略） ９～17 （略） 

（サービス提供困難時の対応） （サービス提供困難時の対応） 

第153条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要

とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難

である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介

護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

第153条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要

とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難

である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設     

    を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第157条 （略） 第157条 （略） 
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２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(３) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

（新設） 

７ （略） ６ （略） 

（緊急時等の対応） 

第165条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急

変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第151条第１項第１

号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めて

おかなければならない。 

（新設） 

（運営規程） （運営規程） 

第168条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

第168条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略） 

(６) 緊急時等における対応方法 （新設） 

(７)・(８) （略） (６)・(７) （略） 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第182条 （略） 第182条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（新設） 
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(３) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

９ （略） ８ （略） 

（運営規程） （運営規程） 

第186条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

第186条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略） 

(７) 緊急時等における対応方法 （新設） 

(８)・(９) （略） (７)・(８) （略） 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第191条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」という。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能

型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス（登録者（指

定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。）を指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を

いう。以下同じ。）の提供に当たる者をその利用者の数が３又はその端数を

増すごとに１以上及び訪問サービス（看護小規模多機能型居宅介護従業者が

登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅

介護（第82条第７項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44

条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所（第６項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所」という。）の登録者、第８項に規定する本体事業所である指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並び

第191条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」という。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能

型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス（登録者（指

定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。）を指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を

いう。以下同じ。）の提供に当たる者をその利用者の数が３又はその端数を

増すごとに１以上及び訪問サービス（看護小規模多機能型居宅介護従業者が

登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅

介護（本体事業所である           指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所                            
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に同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る

同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係

る第82条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。）

をいう。以下この章において同じ。）の提供に当たる者を２以上とし、夜間

及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当た

る看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第６項に

おいて同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務

に必要な数以上とする。 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。）

をいう。以下この章において同じ。）の提供に当たる者を２以上とし、夜間

及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当た

る看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第６項に

おいて同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務

に必要な数以上とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊さ

せて行う指定看護小規模多機能型居宅介護（第82条第７項に規定する本体事

業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事

業所 に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を

勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊

させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第８項に規定する本体事

業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事

業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該

登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介

護を含む。）をいう。以下同じ。）の利用者がいない場合であって、夜間及

び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必

要な連絡体制を整備しているときは、第１項の規定にかかわらず、夜間及び

深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小

規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊さ

せて行う指定看護小規模多機能型居宅介護（本体事業所である      

     指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事

業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所           

                                 

                                 

                                 

                                 

   の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該

登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介

護を含む。）をいう。以下同じ。）の利用者がいない場合であって、夜間及

び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必

要な連絡体制を整備しているときは、第１項の規定にかかわらず、夜間及び

深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小

規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる

施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を

満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる

施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を

満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施
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設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規

模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事するこ

とができる。 

設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規

模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事するこ

とができる。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

(５) 介護医療院 （新設） 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求め

られた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体

制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービ

ス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験

を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章

において「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営され、利用者

に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）

に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業

者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、２人以上とすることができる。 

（新設） 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿

直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小

規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

（新設） 

10 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。 

（新設） 

11 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計

画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専

門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処

遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の

８ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計

画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専

門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処

遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の
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職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する

第７項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する

前項各号 に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

12 （略） ９ （略） 

13 第11項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計

画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多

機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に市長が定める研修を

修了している者（第199条において「研修修了者」という。）を置くことが

できる。 

（新設） 

14 （略） 10 （略） 

（管理者） （管理者） 

第192条 （略） 第192条 （略） 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。 

（新設） 

３ 第１項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介

護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認

知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（指定複合型サ

ービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。）等の従業者若しくは訪問介

護員等として３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者で

あって、別に市長が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護

師でなければならない。 

２ 前項 の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介

護老人保健施設      、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認

知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（指定複合型サ

ービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。）等の従業者若しくは訪問介

護員等として３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者で

あって、別に市長が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護

師でなければならない。 

（指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） （指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第193条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人

ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定

小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指

定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の

介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サ

ービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に市長が定める研修を

修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。 

第193条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人

ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設      、指定

小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指

定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の

介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サ

ービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に市長が定める研修を

修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。 
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（登録定員及び利用定員） （登録定員及び利用定員） 

第194条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員（登録者の数の

上限をいう。以下この章において同じ。）は、29人（サテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人）以下とする。 

第194条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員（登録者の数の

上限をいう。以下この章において同じ。）は、29人           

                       以下とする。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次の各号に掲げるサービスの

区分に応じ、当該各号に定める範囲内において利用定員（当該指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当たりの利用者の

数の上限をいう。以下この章において同じ。）を定めるものとする。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次の各号に掲げるサービスの

区分に応じ、当該各号に定める範囲内において利用定員（当該指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当たりの利用者の

数の上限をいう。以下この章において同じ。）を定めるものとする。 

(１) 通いサービス 登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超え

る指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては次の 表の左欄に

掲げる登録定員の区分に応じ、同表の右欄に定める利用定員、サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人）まで 

(１) 通いサービス 登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超え

る指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、次の表の左欄に

掲げる登録定員の区分に応じ、同表の右欄に定める利用定員     

                           ）まで 

（略） （略） 

(２) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人（サテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）まで 

(２) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人   

                              まで 

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第195条 （略） 第195条 （略） 

２ 前項に規定する設備のうち次の各号に掲げるものの基準は、当該各号に定

めるとおりとする。 

２ 前項に規定する設備のうち次の各号に掲げるものの基準は、当該各号に定

めるとおりとする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 宿泊室 (２) 宿泊室 

ア～エ (略) ア～エ (略) 

オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であっ

て、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提

供に支障がないときには、当該診療所が有する病床については、宿泊

室を兼用することができる。 

（新設） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告

書の作成） 

（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告

書の作成） 

第199条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門 第199条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門

-59-



 

改正後 改正前 

員（第191条第13項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下

この条において同じ。）に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する

業務を、看護師等（准看護師を除く。第９項において同じ。）に看護小規模

多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。 

員                                

                                 

          に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する

業務を、看護師等（准看護師を除く。第９項において同じ。）に看護小規模

多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２～10 （略） ２～10 （略） 

（準用） （準用） 

第202条 第９条から第13条まで、第20条、第22条、第28条、第34条から第38

条まで、第40条、第41条、第59条の11、第59条の13、第59条の16、第59条の

17、第87条から第90条まで、第93条から第95条まで、第97条、第98条、第1

00条から第104条まで及び第106条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介

護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第31条に

規定する運営規程」とあるのは「第202条において準用する第100条に規定す

る重要事項に関する規程」と、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59条の

11第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節」と、第59条の13第３項中

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従

業者」と、第59条の17第１項中「地域密着型居宅介護について知見を有する

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及

び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第87条中「第82条第12項」と

あるのは「第191条第13項」と、第89条及び第97条中「小規模多機能型居宅

介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第106

条中「第82条第６項」とあるのは「第191条第７項各号」と読み替えるもの

とする。 

 

第202条 第９条から第13条まで、第20条、第22条、第28条、第34条から第38

条まで、第40条、第41条、第59条の11、第59条の13、第59条の16、第59条の

17、第87条から第90条まで、第93条から第95条まで、第97条、第98条、第1

00条から第104条まで及び第106条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介

護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第31条に

規定する運営規程」とあるのは「第202条において準用する第100条に規定す

る重要事項に関する規程」と、第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59条の

11第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節」と、第59条の13第３項中

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従

業者」と、第59条の17第１項中「地域密着型居宅介護について知見を有する

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及

び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と              

              、第89条及び第97条中「小規模多機能型居宅

介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第106

条中「第82条第６項」とあるのは「第191条第７項各号」と読み替えるもの

とする。 

 

附 則 附 則 

（経過措置） （経過措置） 

第３条 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律附則第130

条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた健康保険法

等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

（平成23年政令第375号）第１条の規定による改正前の介護保険法施行令（平

第３条 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律附則第130

条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた健康保険法

等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

（平成23年政令第375号）第１条の規定による改正前の介護保険法施行令（平
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成10年政令第412号）第４条第２項に規定する病床に係るものに限る。以下

この条及び附則第12条において同じ。）又は療養病床を有する病院の一般病

床、精神病床又は療養病床を平成36年３月31日までの間に転換（当該病院の

一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院

の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法第20条の６に規定

する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）その他の要介護者、要支援者その

他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。）

し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては、

第152条第１項第７号アの規定にかかわらず、当該転換に係る食堂及び機能

訓練室については、食堂は１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上

を有し、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有しなければならない。

ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は

機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とす

ることができるものとする。 

成10年政令第412号）第４条第２項に規定する病床に係るものに限る。以下

この条及び附則第12条において同じ。）又は療養病床を有する病院の一般病

床、精神病床又は療養病床を平成30年３月31日までの間に転換（当該病院の

一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院

の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法第20条の６に規定

する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）その他の要介護者、要支援者その

他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。）

し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては、

第152条第１項第７号アの規定にかかわらず、当該転換に係る食堂及び機能

訓練室については、食堂は１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上

を有し、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有しなければならない。

ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は

機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とす

ることができるものとする。 

第４条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平

成36年３月31日までの間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床

数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人

ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させる

ための施設の用に供することをいう。）し、指定地域密着型介護老人福祉施

設を開設しようとする場合においては、第152条第１項第７号アの規定にか

かわらず、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、次の各号に掲げ

る基準のいずれかに適合するものとする。 

第４条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平

成30年３月31日までの間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床

数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人

ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させる

ための施設の用に供することをいう。）し、指定地域密着型介護老人福祉施

設を開設しようとする場合においては、第152条第１項第７号アの規定にか

かわらず、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、次の各号に掲げ

る基準のいずれかに適合するものとする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

第５条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神

病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一

般病床若しくは療養病床を平成36年３月31日までの間に転換（当該病院の一

般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養

病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人

保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所さ

せ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し、指定地域密

着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては、第152条第１項

第８号及び第180条第１項第４号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下

第５条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神

病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一

般病床若しくは療養病床を平成30年３月31日までの間に転換（当該病院の一

般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養

病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人

保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所さ

せ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し、指定地域密

着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては、第152条第１項

第８号及び第180条第１項第４号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下
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改正後 改正前 

の幅については、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メー

トル以上とする。 

の幅については、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メー

トル以上とする。 

第８条 第130条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有

する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成

36年３月31日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床

の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人

ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための

施設の用に供することをいう。次条において同じ。）を行って指定地域密着

型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特

定施設（介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設され

る指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。）の

生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとお

りとする。 

(１) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関

併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは、置かないことができること。 

(２) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型

特定施設の実情に応じた適当数 

（新設） 

第９条 第132条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有

する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成

36年３月31日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設において

は、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施

設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利

用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定

地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。 

（新設） 
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議案第２８号 

廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例（平成２４年条例第２８号）                                   （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第４条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型

通所介護（以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業は、

その認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）で

ある利用者（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除

く。以下同じ。）が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む

ことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又

は向上を目指すものでなければならない。 

第４条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型

通所介護（以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業は、

その認知症（法第５条の２   に規定する認知症をいう。以下同じ。）で

ある利用者（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除

く。以下同じ。）が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む

ことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又

は向上を目指すものでなければならない。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等

（特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の５に

規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第20条の４に規定

する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会

福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。）に併設されてい

ない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。）

の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老

人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症

対応型通所介護をいう。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者の職種は、次の各号に掲げるものとし、その員数は、

当該各号に定めるとおりとする。 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等

（特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の５に

規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第20条の４に規定

する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設      、社会

福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。）に併設されてい

ない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。）

の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老

人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症

対応型通所介護をいう。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者の職種は、次の各号に掲げるものとし、その員数は、

当該各号に定めるとおりとする。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

（利用定員等） （利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定
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改正後 改正前 

介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の

上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第20

項又は法第８条の２第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ご

とに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例

第178条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以

下この項において同じ。）を除く。）においては施設ごとに１日当たり３人

以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニット

ごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当

該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当

たり12人以下となる数とする。 

介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の

上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第20

項又は法第８条の２第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ご

とに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設   

                                 

                                 

                においては施設ごとに１日当たり３人

以下とする                            

                                 

                                 

             。 

２ （略） ２ （略） 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第44条 （略） 第44条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を

満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲

げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の

右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に

掲げる施設等の職務に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を

満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲

げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の

右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に

掲げる施設等の職務に従事することができる。 

当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設等の

いずれかが併設されてい

る場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設、指定介護

療養型医療施設 （医療法（昭和23年

法律第205号）第７条第２項第４号に規

定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。）又は介護医療院 

介護職員 

(略) 
 

当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設等の

いずれかが併設されてい

る場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設又は指定介

護療養型医療施設（医療法（昭和23年

法律第205号）第７条第２項第４号に規

定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。）               

介護職員 

(略) 
 

７～13 （略） ７～13 （略） 

（管理者） （管理者） 
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改正後 改正前 

第45条 （略） 第45条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター（老

人福祉法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下

同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定複合型サービス事業所（指定地域密着型サービス基準条例第1

93条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等

（介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。次条、

第72条第２項及び第73条において同じ。）として３年以上認知症である者の

介護に従事した経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了して

いるものでなければならない。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター（老

人福祉法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下

同じ。）、介護老人保健施設      、指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定複合型サービス事業所（指定地域密着型サービス基準条例第1

93条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等

（介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。次条、

第72条第２項及び第73条において同じ。）として３年以上認知症である者の

介護に従事した経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了して

いるものでなければならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） （指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第46条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老

人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指

定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス

若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に市長

が定める研修を修了しているものでなければならない。 

第46条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老

人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設      、指

定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス

若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に市長

が定める研修を修了しているものでなければならない。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第60条 （略） 第60条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確

保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければなら

ない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確

保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健

施設      、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければなら

ない。 

（管理者） （管理者） 

第72条 （略） 第72条 （略） 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護

を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デ

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護

を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デ
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改正後 改正前 

イサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共

同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修

了しているものでなければならない。 

イサービスセンター、介護老人保健施設      、指定認知症対応型共

同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修

了しているものでなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） （指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第73条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護

老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等と

して、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する

者であって、別に市長が定める研修を修了しているものでなければならな

い。 

第73条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護

老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設      、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等と

して、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する

者であって、別に市長が定める研修を修了しているものでなければならな

い。 

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第78条 （略） 第78条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者

に周知徹底を図ること。 

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(３) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。 

（新設） 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第83条 （略） 第83条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の

確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければな

らない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の

確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設      、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければな

らない。 
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議案第２９号 

廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例（平成２４年条例第２９号）            （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）

第78条の２第１項及び第４項第１号、第79条第２項第１号、第115条の12第

２項第１号並びに第115条の22第２項第１号の規定に基づき、指定地域密着

型サービス事業者（法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス

事業者をいう。）、指定居宅介護支援事業者（法第46条第１項に規定する指

定居宅介護支援事業者をいう。）、指定地域密着型介護予防サービス事業者

（法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者

をいう。）及び指定介護予防支援事業者（法第58条第１項に規定する指定介

護予防支援事業者をいう。）の指定に関する基準を定めるものとする。 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）

第78条の２第１項及び第４項第１号          、第115条の12第

２項第１号並びに第115条の22第２項第１号の規定に基づき、指定地域密着

型サービス事業者（法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス

事業者をいう。）                          

               、指定地域密着型介護予防サービス事業者

（法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者

をいう。）及び指定介護予防支援事業者（法第58条第１項に規定する指定介

護予防支援事業者をいう。）の指定に関する基準を定めるものとする。 

（指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格） （指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格） 

第３条 法第78条の２第４項第１号、第79条第２項第１号、第115条の12第２

項第１号及び第115条の22第２項第１号の条例で定める者は、法人である者

とする。 

第３条 法第78条の２第４項第１号          、第115条の12第２

項第１号及び第115条の22第２項第１号の条例で定める者は、法人である者

とする。 
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議案第３０号 

廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成

２７年条例第３号）                                                   （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の事業の運営に当たって

は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、地域包括支援センター、老人介

護支援センター（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７の２に規

定する老人介護支援センターをいう。）、指定居宅介護支援事業者、他の指

定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。）、

住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組

を行う者等との連携に努めなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の事業の運営に当たって

は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、地域包括支援センター、老人介

護支援センター（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７の２に規

定する老人介護支援センターをいう。）、指定居宅介護支援事業者、他の指

定介護予防支援事業者、介護保険施設                 

                                 

                                 、

住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組

を行う者等との連携に努めなければならない。 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、介護予防サービス計画が第３条に規定する基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定介護予防サービス事

業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を

得なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、介護予防サービス計画が第３条に規定する基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるものである                  

                   こと等につき説明を行い、理解を

得なければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該利用者について、病院又は診療所

に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又

は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

（新設） 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場

合には、第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項に定めるところに

より、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要

事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用す

３ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場

合には、第１項の規定による文書の交付に代えて、第６項に定めるところに

より、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要

事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用す
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改正後 改正前 

る方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防支援事

業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

る方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防支援事

業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

５ （略） ４ （略） 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使

用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使

用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

７ 指定介護予防支援事業者は、第４項の規定により第１項に規定する重要事

項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に

対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電

磁的方法による承諾を得なければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、第３項の規定により第１項に規定する重要事

項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に

対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電

磁的方法による承諾を得なければならない。 

(１) 第４項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用す

るもの 

(１) 第３項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用す

るもの 

(２) （略） (２) （略） 

８ （略） ７ （略） 

（法定代理受領サービスに係る報告） （法定代理受領サービスに係る報告） 

第15条 指定介護予防支援事業者は、毎月、市町村（法第53条第７項において

読み替えて準用する法第41条第10項の規定により法第53条第６項の規定に

よる審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会

をいう。以下同じ。）に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団

体連合会）に対し、介護予防サービス計画において位置付けられている指定

介護予防サービス等のうち法定代理受領サービス（法第53条第４項の規定に

より介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業

者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービ

ス及び法第54条の２第６項の規定により地域密着型介護予防サービス費が

利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる

場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防

サービスをいう。）として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提

出しなければならない。 

第15条 指定介護予防支援事業者は、毎月、市町村（法第53条第７項において

読み替えて準用する法第41条第10項の規定により法第53条第６項の規定に

よる審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会

をいう。以下同じ。）に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団

体連合会）に対し、介護予防サービス計画において位置付けられている指定

介護予防サービス等のうち法定代理受領サービス（法第53条第４項の規定に

より介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業

者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービ

ス                                

                                 

                                 

    をいう。）として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提

出しなければならない。 
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改正後 改正前 

２ (略) ２ (略) 

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第32条 指定介護予防支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規

定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

第32条 指定介護予防支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規

定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(１)～(８) （略） (１)～(８) （略） 

(９) 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画

の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本とし、介護予防サー

ビス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者（以下こ

の条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同

じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有する

とともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者か

ら、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得な

い理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求め

ることができるものとする。 

(９) 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画

の作成のために                                      介護予防サー

ビス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者（以下こ

の条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同

じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有する

とともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者か

ら、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得な

い理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求め

ることができるものとする。 

(10)～(14) （略） (10)～(14) （略） 

(14)の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情

報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、当該利用者の服薬状

況、口腔
くう

機能その他の当該利用者の心身又は生活の状況に係る情報のう

ち必要と認めるものを、当該利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯

科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

（新設） 

(15)～(20) （略） (15)～(20) （略） 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテー

ション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合に

は、当該利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師（次号及び第22号

において「主治の医師等」という。）の意見を求めなければならない。 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテー

ション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合に

は、当該利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師（以下           

       「主治の医師等」という。）の意見を求めなければならない。 

(21)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成

した際には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなけれ

ばならない。 

（新設） 

(22)～(28) （略） (22)～(28) （略） 

（介護予防支援の提供に当たっての留意点） （介護予防支援の提供に当たっての留意点） 
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改正後 改正前 

第33条 介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮で

きるよう、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

第33条 介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮で

きるよう、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

(１) 単に運動機能や栄養状態、口腔
  

機能といった特定の機能の改善だけ

を目指すものではなく、これらの機能の改善、環境の調整等を通じて、

利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって

生活の質の向上を目指すこと。 

(１) 単に運動機能や栄養状態、口腔
くう

機能といった特定の機能の改善だけ

を目指すものではなく、これらの機能の改善、環境の調整等を通じて、

利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって

生活の質の向上を目指すこと。 

(２)～(８) (略) (２)～(８) (略) 
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議案第３１号 

廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市国民健康保険条例（昭和３５年条例第１７号）                                 （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 市が行う国民健康保険の事務（第１条） 第１章 市が行う国民健康保険   （第１条） 

第２章 国民健康保険事業の運営に関する協議会（第２条） 第２章 国民健康保険運営協議会       （第２条） 

第１章 市が行う国民健康保険の事務 第１章 市が行う国民健康保険 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほ

か、この条例の定めるところによる。 

第１条 市が行う国民健康保険   については、法令に定めがあるもののほ

か、この条例の定めるところによる。 

第２章 国民健康保険事業の運営に関する協議会 第２章 国民健康保険運営協議会 

（国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数） （国民健康保険運営協議会       の委員の定数） 

第２条 廿日市市国民健康保険運営協議会（国民健康保険法（昭和33年法律第

192号。以下「法」という。）第11条第２項の規定に基づき市が設置する協

議会をいう。）の委員の定数は、次に定めるところによる。 

第２条 国民健康保険運営協議会                   

                                 

       の委員の定数は、次に定めるところによる。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

（保健事業） （保健事業） 

第９条 市は、法第72条の５                      

     に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業

以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進等のため必要な事業を行

う。 

第９条 市は、国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」という。）

第72条の４に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業

以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進等のため必要な事業を行

う。 

２ （略） ２ （略） 
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議案第３２号 

廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市国民健康保険税条例（昭和３５年条例第１８号）                                 （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算

額とする。 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計

において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和

33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条

において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用の

うち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援

金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保

険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金（以下この条において

「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に

充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(２) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額（国民健康

保険税のうち、国民健康保険に要する費用（高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条に

おいて「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第

123号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）

の納付に要する費用を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、

後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の

課税額をいう。以下同じ。）並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健

康保険の被保険者のうち同法第９条第２号に規定する被保険者であるもの

につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、介護納付金の納

付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）

の合算額とする。 

(３) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険

法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）

につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に

充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資

産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が54万円を超える場合においては、基礎課税額は、54万円と

する。 

２ 前項   の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資

産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が54万円を超える場合においては、基礎課税額は、54万円と

する。 
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改正後 改正前 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が19万円を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、19万円とする。 

３ 第１項   の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が19万円を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、19万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者     

                                 

            である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が16万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、1

6万円とする。 

４ 第１項   の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者（国民健康

保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者である

ものをいう。以下同じ。）である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が16万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、1

6万円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法         

  第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、

当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをい

う。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて

同日の属する月（以下この号において「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。）をいう。次号、第５条の６及び第19条において同じ。）及び

特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属

する世帯であつて特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８

年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。）をいう。第３号、第５条の６及び第19条において同じ。）

以外の世帯 ２万3,300円 

(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法（昭和33年法律第1

92号）第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、

当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをい

う。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて

同日の属する月（以下この号において「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。）をいう。次号、第５条の６及び第19条において同じ。）及び

特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属

する世帯であつて特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８

年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。）をいう。第３号、第５条の６及び第19条において同じ。）

以外の世帯 ２万3,300円 

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

附 則 附 則 

（佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置） （佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置） 

14 佐伯町及び吉和村の編入の日（次項及び附則第16項において「編入日」と 14 佐伯町及び吉和村の編入の日（次項及び附則第14項において「編入日」と
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改正後 改正前 

いう。）前に、旧佐伯町国民健康保険税条例（昭和30年佐伯町条例第32号。

以下「旧佐伯町条例」という。）又は旧吉和村国民健康保険税条例（昭和4

1年吉和村条例第９号。以下「旧吉和村条例」という。）の規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続

その他の行為とみなす。 

いう。）前に、旧佐伯町国民健康保険税条例（昭和30年佐伯町条例第32号。

以下「旧佐伯町条例」という。）又は旧吉和村国民健康保険税条例（昭和4

1年吉和村条例第９号。以下「旧吉和村条例」という。）の規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続

その他の行為とみなす。 

（大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置） （大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置） 

17 大野町及び宮島町の編入の日（次項及び附則第19項において「編入日」と

いう。）前に、旧大野町国民健康保険税条例（昭和52年大野町条例第４号。

以下「旧大野町条例」という。）又は旧宮島町国民健康保険税条例（平成1

2年宮島町条例第21号。以下「旧宮島町条例」という。）の規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続

その他の行為とみなす。 

17 大野町及び宮島町の編入の日（次項及び附則第17項において「編入日」と

いう。）前に、旧大野町国民健康保険税条例（昭和52年大野町条例第４号。

以下「旧大野町条例」という。）又は旧宮島町国民健康保険税条例（平成1

2年宮島町条例第21号。以下「旧宮島町条例」という。）の規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続

その他の行為とみなす。 
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議案第３３号 

廿日市市公園条例等の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市公園条例（昭和６３年条例第２１号）【第１条関係】                               （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（都市計画区域外の公園の設置及び管理） （都市計画区域外の公園の設置及び管理） 

第35条 (略) 第35条 (略) 

２ 市長は、公共的団体等が区域外公園に公園施設以外の工作物その他の物件

又は施設を設けて区域外公園を占用しようとする場合は、前項の規定により

その例によることとされる法第７条第１項又は第２項の規定による占用の

許可のほか、前項の規定にかかわらず、規則で定める施設に該当し、区域外

公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得

ないと認められるものについて占用の許可を与えることができる。 

２ 市長は、公共的団体等が区域外公園に公園施設以外の工作物その他の物件

又は施設を設けて区域外公園を占用しようとする場合は、前項の規定により

その例によることとされる法第７条        の規定による占用の

許可のほか、前項の規定にかかわらず、規則で定める施設に該当し、区域外

公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得

ないと認められるものについて占用の許可を与えることができる。 

（過料） （過料） 

第37条 （略） 第37条 （略） 

２・３ (略) ２・３ (略) 

４ 法第５条の11の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、この章の

規定の適用については、市長とみなす。 

４ 法第５条の３の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、この章の

規定の適用については、市長とみなす。 
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○都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例（平成２０年条例第３号）【第２条関係】             （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（開発行為の許可の対象として指定する区域） （開発行為の許可の対象として指定する区域） 

第２条 法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域は、次の各号

に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める区域（政令第８条第１項第２

号ロからニまでに掲げる土地の区域を除く。）とする。 

第２条 法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域は、次の各号

に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める区域（政令第８条第１項第２

号ロからニまでに掲げる土地の区域を除く。）とする。 

(１) (略) (１) (略) 

(２) 次条第５号に規定する用途 前号アからウまでのいずれにも該当し、

かつ、次のいずれかに該当する区域 

(２) 次条第５号に規定する用途 前号アからウまでのいずれにも該当し、

かつ、次のいずれかに該当する区域 

ア 法第９条第３項から第７項まで及び第９項から第11項までに規定す

る用途地域の境界から100メートルまでの区域 

ア 法第９条第３項から第10項まで            に規定す

る用途地域の境界から100メートルまでの区域 

イ (略) イ (略) 
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○廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例（昭和６３年条例第２３号）【第３条関係】               （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第６条の２、第６条の３関係） 別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第６条の２、第６条の３関係） 

地区

整備

計画

区域

の名

称 

計画

地区

の名

称 

ア イ ウ エ オ カ 

建築して

はならな

い建築物 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の

外壁等の

面の位置

の制限 

建築物及

び建築物

の各部分

の高さの

最高限度 

容積率の

最高限度 

建ぺい率の最高限

度 

(略) 

宮内

工業

団地

地区

地区

整備

計画

区域 

大規

模区

画地

区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法別

表第２

（い）項

第５号、

第７号

及び第

８号に

規定す

る建築

物 

(2) 法別

表第２

（い）項

第６号

に規定

する保

育所 

(3) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建

(略) (略) （略） （略） （略） 

地区

整備

計画

区域

の名

称 

計画

地区

の名

称 

ア イ ウ エ オ カ 

建築して

はならな

い建築物 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の

外壁等の

面の位置

の制限 

建築物及

び建築物

の各部分

の高さの

最高限度 

容積率の

最高限度 

建ぺい率の最高限

度 

(略) 

宮内

工業

団地

地区

地区

整備

計画

区域 

大規

模区

画地

区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法別

表第２

（い）項

第５号、

第７号

及び第

８号に

規定す

る建築

物 

(2) 法別

表第２

（い）項

第６号

に規定

する保

育所 

(3) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建

(略) (略) （略） （略） （略） 
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改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築物 

(4) 法別

表第２

（に）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(5) 法別

表第２

（ほ）項

第３号

に規定

する建

築物 

(6) 法別

表第２

（る）項

第１号

(１)か

ら(20)

まで、

(22)か

ら(24)

まで及

び(29)

から

(31)ま

でに規

定する

事業を

小規

模区

画地

区 

 (略) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築物 

(4) 法別

表第２

（に）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(5) 法別

表第２

（ほ）項

第３号

に規定

する建

築物 

(6) 法別

表第２

（ぬ）項

第１号

(１)か

ら(20)

まで、

(22)か

ら(24)

まで及

び(29)

から

(31)ま

でに規

定する

事業を

小規

模区

画地

区 

 (略)  (略) 
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改正後 改正前 

営む工

場 

(7) 法別

表第２

（る）項

第２号

に規定

する建

築物 

(8) 法別

表第２

（わ）項

各号に

規定す

る建築

物 

(略) 

木材

港第

２期

地区

地区

整備

計画

区域 

― (1) 法別

表第２

（い）項

第５号

及び第

７号に

規定す

る建築

物 

(2) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建

築物 

500平

方メー

トル。

ただ

し、令

第130

条の４

に規定

する建

築物

（令第

130条

の４第

２号に

規定す

る建築

建築物

の外壁又

はこれに

代わる柱

の面から

敷地境界

線までの

距離の最

低限度は、

道路境界

にあつて

は３メー

トルとし、

隣地境界

にあつて

は１メー

（略） （略） （略） 

営む工

場 

(7) 法別

表第２

（ぬ）項

第２号

に規定

する建

築物 

(8) 法別

表第２

（を）項

各号に

規定す

る建築

物 

(略) 

木材

港第

２期

地区

地区

整備

計画

区域 

― (1) 法別

表第２

（い）項

第５号

及び第

７号に

規定す

る建築

物 

(2) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建

築物 

500平

方メー

トル。

ただ

し、令

第130

条の４

に規定

する建

築物

（令第

130条

の４第

２号に

規定す

る建築

建築物

の外壁又

はこれに

代わる柱

の面から

敷地境界

線までの

距離の最

低限度は、

道路境界

にあつて

は３メー

トルとし、

隣地境界

にあつて

は１メー

（略） （略） （略） 
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改正後 改正前 

(3) 法別

表第２

（に）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(4) 法別

表第２

（ほ）項

第３号

に規定

する建

築物 

(5) 法別

表第２

（る）項

第１号

及び第

２号に

規定す

る建築

物 

(6) 法別

表第２

（わ）項

第２号

から第

４号ま

で及び

第６号

物を除

く。）

につい

ては、

この限

りでな

い。 

トルとす

る。 

(3) 法別

表第２

（に）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(4) 法別

表第２

（ほ）項

第３号

に規定

する建

築物 

(5) 法別

表第２

（ぬ）項

第１号

及び第

２号に

規定す

る建築

物 

(6) 法別

表第２

（を）項

第２号

から第

４号  

 及び

第６号

物を除

く。）

につい

ては、

この限

りでな

い。 

トルとす

る。 
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改正後 改正前 

から第

８号ま

でに規

定する

建築物 

木材

港北

地区

地区

整備

計画

区域 

準工

業地

区 

(1) 法別

表第２

（い）項

第５号

に規定

する建

築物 

(2) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建

築物 

(3) 法別

表第２

（に）項

第６号

に規定

する建

築物 

(4) 法別

表第２

（り）項

第２号

に規定

する建

築物 

500平

方メー

トル。

ただ

し、令

第130

条の４

に規定

する建

築物

（令第

130条

の４第

２号に

規定す

る建築

物を除

く。）

につい

ては、

この限

りでな

い。  

建築物

の外壁又

はこれに

代わる柱

の面から

道路境界

線までの

距離の最

低限度は、

都市計画

道路沿い

にあつて

は都市計

画道路端

から、その

他の道路

沿いにあ

つては道

路端から

１メート

ルとする。

ただし、既

存建築物

の部分に

ついて屋

根、壁及び

床の修繕

又は模様

（略） （略） （略） 

から第

８号  

 に規

定する

建築物 

木材

港北

地区

地区

整備

計画

区域 

準工

業地

区 

(1) 法別

表第２

（い）項

第５号

に規定

する建

築物 

(2) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建

築物 

(3) 法別

表第２

（に）項

第６号

に規定

する建

築物 

(4) 法別

表第２

（ち）項

第２号

に規定

する建

築物 

500平

方メー

トル。

ただ

し、令

第130

条の４

に規定

する建

築物

（令第

130条

の４第

２号に

規定す

る建築

物を除

く。）

につい

ては、

この限

りでは

ない。 

建築物

の外壁又

はこれに

代わる柱

の面から

道路境界

線までの

距離の最

低限度は、

都市計画

道路沿い

にあつて

は都市計

画道路端

から、その

他の道路

沿いにあ

つては道

路端から

１メート

ルとする。

ただし、既

存建築物

の部分に

ついて屋

根、壁及び

床の修繕

又は模様

（略） （略） （略） 
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改正後 改正前 

(5) 法別

表第２

（を）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(6) 法別

表第２

（わ）項

第２号

から第

４号ま

で及び

第６号

に規定

する建

築物 

替の行為

を行う場

合は、こ 

の限りで 

ない。  

工業

地区 

(1) 法別

表第２

（い）項

第５号

に規定

する建

築物 

(2) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建

(5) 法別

表第２

（る）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(6) 法別

表第２

（を）項

第２号

から第

４号ま

で及び

第６号

に規定

する建

築物 

替の行為

を行う場

合は、こ 

の限りで

はない。 

工業

地区 

(1) 法別

表第２

（い）項

第５号

に規定

する建

築物 

(2) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建
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改正後 改正前 

築物 

(3) 法別

表第２

（に）項

第６号

に規定

する建

築物 

(4) 法別

表第２

（る）項

第１号

(１)、

(３)か

ら(10)

まで及

び(12)

から

(31)ま

でに規

定する

事業を

営む工

場 

(5) 法別

表第２

（わ）項

第２号

から第

４号ま

で及び

第６号

に規定

築物 

(3) 法別

表第２

（に）項

第６号

に規定

する建

築物 

(4) 法別

表第２

（ぬ）項

第１号

(１)、

(３)か

ら(10)

まで及

び(12)

から

(31)ま

でに規

定する

事業を

営む工

場 

(5) 法別

表第２

（を）項

第２号

から第

４号ま

で及び

第６号

に規定
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改正後 改正前 

する建

築物 

下平

良二

丁目

地区

地区

整備

計画

区域 

準工

業地

区 

(1) 法別

表第２

（い）項

第３号

に規定

する寄

宿舎及

び下宿 

(2) 法別

表第２

（い）項

第４号

に規定

する学

校（大

学、高等

専門学

校、専修

学校及

び各種

学校を

除く。）

(3) 法別

表第２

（い）項

第５号

に規定

する建

築物 

(4) 法別

表第２

500平

方メー

トル。

ただ

し、令

第130

条の４

に規定

する建

築物

（令第

130条

の４第

２号に

規定す

る建築

物を除

く。）

につい

ては、

この限

りでな

い。  

建築物

の外壁又

はこれに

代わる柱

の面から

道路境界

線及び都

市計画法

第14条第

１項の計

画図に示

す壁面の

位置の制

限がある

敷地境界

線までの

距離の最

低限度は、

１メート

ルとする。

ただし、こ

の限度に

満たない

距離にあ

る建築物

又は建築

物の部分

が次の各

号のいず

れかに該

当する場

（略） 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

する建

築物 

下平

良二

丁目

地区

地区

整備

計画

区域 

準工

業地

区 

(1) 法別

表第２

（い）項

第３号

に規定

する寄

宿舎及

び下宿 

(2) 法別

表第２

（い）項

第４号

に規定

する学

校（大

学、高等

専門学

校、専修

学校及

び各種

学校を

除く。）

(3) 法別

表第２

（い）項

第５号

に規定

する建

築物 

(4) 法別

表第２

500平

方メー

トル。

ただ

し、令

第130

条の４

に規定

する建

築物

（令第

130条

の４第

２号に

規定す

る建築

物を除

く。）

につい

ては、

この限

りでは

ない。 

建築物

の外壁又

はこれに

代わる柱

の面から

道路境界

線及び都

市計画法

第14条第

１項の計

画図に示

す壁面の

位置の制

限がある

敷地境界

線までの

距離の最

低限度は、

１メート

ルとする。

ただし、こ

の限度に

満たない

距離にあ

る建築物

又は建築

物の部分

が次の各

号のいず

れかに該

当する場

（略） 

 

 

 

 

 

（略） （略） 
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改正後 改正前 

（は）項

第４号

に規定

する建

築物 

(5) 法別

表第２

（に）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(6) 法別

表第２

（り）項

第２号

に規定

する建

築物 

(7) 法別

表第２

（ぬ）項

第３号

(１)、

(５)及

び(７)

から

(20)ま

でに規

定する

事業を

合を除く。 

(1) 既

存建築

物につ

いてこ

の規定

に適合

してい

ない部

分があ

ると

き。 

(2) 公

共用歩

廊その

他の多

数人の

通行の

用途に

供する

建築物 

(3) バ

ス又は

タクシ

ーの乗

降場の

上家 

(4) あ

ずまや 

（は）項

第４号

に規定

する建

築物 

(5) 法別

表第２

（に）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(6) 法別

表第２

（ち）項

第２号

に規定

する建

築物 

(7) 法別

表第２

（り）項

第３号

(１)、

(５)及

び(７)

から

(20)  

 に規

定する

事業を

合を除く。

(1) 既

存建築

物につ

いてこ

の規定

に適合

してい

ない部

分があ

ると

き。 

(2) 公

共用歩

廊その

他の多

数人の

通行の

用途に

供する

建築物 

(3) バ

ス又は

タクシ

ーの乗

降場の

上家 

(4) あ

ずまや 
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改正後 改正前 

営む工

場並び

に同項

第４号

に規定

する危

険物の

貯蔵又

は処理

に供す

る建築

物 

(8) 法別

表第２

（ぬ）項

第３号

(３)に

規定す

る引火

性溶剤

を用い

るドラ

イクリ

ーニン

グ、ドラ

イダイ

イング

の事業

を営む

工場 

(9) 法別

表第２

（ぬ）項

営む工

場並び

に同項

第４号

に規定

する危

険物の

貯蔵又

は処理

に供す

る建築

物 

(8) 法別

表第２

（り）項

第３号

(３)に

規定す

る引火

性溶剤

を用い

るドラ

イクリ

ーニン

グ、ドラ

イダイ

イング

の事業

を営む

工場 

(9) 法別

表第２

（り）項
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改正後 改正前 

第３号

(４)に

規定す

るセル

ロイド

の加熱

加工の

事業を

営む工

場 

(10) 法

別表第

２（を）

項第６

号に規

定する

建築物 

(11) 法

別表第

２（わ）

項第４

号に規

定する

建築物 

(12) 建

築物の

１階又

は２階

を住宅、

共同住

宅、診療

所及び

保育所

第３号

(４)に

規定す

るセル

ロイド

の加熱

加工の

事業を

営む工

場 

(10) 法

別表第

２（る）

項第６

号に規

定する

建築物 

(11) 法

別表第

２（を）

項第４

号に規

定する

建築物 

(12) 建

築物の

１階又

は２階

を住宅、

共同住

宅、診療

所及び

保育所
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改正後 改正前 

に供す

る建築

物（３階

以上の

部分の

住宅、共

同住宅、

診療所

及び保

育所へ

の出入

口、階段

その他

これら

に類す

る部分

を除

く。） 

商業

地区

Ａ 

(1) 法別

表第２

（い）項

第３号

に規定

する寄

宿舎及

び下宿 

(2) 法別

表第２

（い）項

第４号

に規定

する学

校（大

     

に供す

る建築

物（３階

以上の

部分の

住宅、共

同住宅、

診療所

及び保

育所へ

の出入

口、階段

その他

これら

に類す

る部分

を除

く。） 

商業

地区

Ａ 

(1) 法別

表第２

（い）項

第３号

に規定

する寄

宿舎及

び下宿 

(2) 法別

表第２

（い）項

第４号

に規定

する学

校（大
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改正後 改正前 

学、高等

専門学

校、専修

学校及

び各種

学校を

除く。）

(3) 法別

表第２

（い）項

第５号

に規定

する建

築物 

(4) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建

築物 

(5) 法別

表第２

（に）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(6) 法別

表第２

（り）項

学、高等

専門学

校、専修

学校及

び各種

学校を

除く。）

(3) 法別

表第２

（い）項

第５号

に規定

する建

築物 

(4) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建

築物 

(5) 法別

表第２

（に）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(6) 法別

表第２

（ち）項
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改正後 改正前 

第２号

及び第

３号に

規定す

る建築

物 

(7) 法別

表第２

（を）項

第６号

に規定

する建

築物 

(8) 法別

表第２

（わ）項

第４号

に規定

する建

築物 

(9) 建築

物の１

階又は

２階を

住宅、共

同住宅、

診療所

及び保

育所に

供する

建築物

（３階

以上の

第２号

及び第

３号に

規定す

る建築

物 

(7) 法別

表第２

（る）項

第６号

に規定

する建

築物 

(8) 法別

表第２

（を）項

第４号

に規定

する建

築物 

(9) 建築

物の１

階又は

２階を

住宅、共

同住宅、

診療所

及び保

育所に

供する

建築物

（３階

以上の
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改正後 改正前 

部分の

住宅、共

同住宅、

診療所

及び保

育所へ

の出入

口、階段

その他

これら

に類す

る部分

を除

く。） 

商業

地区

Ｂ 

(1) 法別

表第２

（い）項

第３号

に規定

する寄

宿舎及

び下宿 

(2) 法別

表第２

（い）項

第４号

に規定

する学

校（大

学、高等

専門学

校、専修

学校及

1,000

平方メ

ート

ル。た

だし、

令第

130条

の４に

規定す

る建築

物（令

第130

条の４

第２号

に規定

する建

築物を

除く。）

につい

部分の

住宅、共

同住宅、

診療所

及び保

育所へ

の出入

口、階段

その他

これら

に類す

る部分

を除

く。） 

商業

地区

Ｂ 

(1) 法別

表第２

（い）項

第３号

に規定

する寄

宿舎及

び下宿 

(2) 法別

表第２

（い）項

第４号

に規定

する学

校（大

学、高等

専門学

校、専修

学校及

1,000

平方メ

ート

ル。た

だし、

令第

130条

の４に

規定す

る建築

物（令

第130

条の４

第２号

に規定

する建

築物を

除く。）

につい
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改正後 改正前 

び各種

学校を

除く。）

(3) 法別

表第２

（い）項

第５号

に規定

する建

築物 

(4) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建

築物 

(5) 法別

表第２

（に）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(6) 法別

表第２

（へ）項

第５号

に規定

する建

築物 

ては、

この限

りでな

い。  

び各種

学校を

除く。）

(3) 法別

表第２

（い）項

第５号

に規定

する建

築物 

(4) 法別

表第２

（は）項

第４号

に規定

する建

築物 

(5) 法別

表第２

（に）項

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(6) 法別

表第２

（へ）項

第５号

に規定

する建

築物 

ては、

この限

りでは

ない。 
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改正後 改正前 

(7) 法別

表第２

（と）項

第２号

から第

４号ま

でに規

定する

建築物

（店舗

に付帯

するも

のを除

く。） 

(8) 法別

表第２

（り）項

第２号

及び第

３号に

規定す

る建築

物 

(9) 法別

表第２

（わ）項

第４号

に規定

する建

築物 

(10) 集

会場（業

として

(7) 法別

表第２

（と）項

第２号

から第

４号  

 に規

定する

建築物

（店舗

に付帯

するも

のを除

く。） 

(8) 法別

表第２

（ち）項

第２号

及び第

３号に

規定す

る建築

物 

(9) 法別

表第２

（を）項

第４号

に規定

する建

築物 

(10) 集

会場（業

として
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改正後 改正前 

葬儀を

行うも

のに限

る。） 

(11) 建

築物の

１階又

は２階

を住宅

及び共

同住宅

に供す

る建築

物（３階

以上の

部分の

住宅及

び共同

住宅へ

の出入

口、階段

その他

これら

に類す

る部分

を除

く。） 

(略) 

ちゅ

ーピ

ーパ

ーク

地区

― (1) 法別

表第２

（に）項

第５号

に規定

（略） （略） （略） （略） （略） 

葬儀を

行うも

のに限

る。） 

(11) 建

築物の

１階又

は２階

を住宅

及び共

同住宅

に供す

る建築

物（３階

以上の

部分の

住宅及

び共同

住宅へ

の出入

口、階段

その他

これら

に類す

る部分

を除

く。） 

(略) 

ちゅ

ーピ

ーパ

ーク

地区

― (1) 法別

表第２

（に）項

第５号

に規定

（略） （略） （略） （略） （略） 
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改正後 改正前 

地区

整備

計画

区域 

する建

築物 

(2) 法別

表第２

（を）項

第３号、

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(3) 法別

表第２

（わ）項

第２号、

第３号

及び第

８号に

規定す

る建築

物（寄宿

舎を除

く。） 
 

地区

整備

計画

区域 

する建

築物 

(2) 法別

表第２

（る）項

第３号、

第５号

及び第

６号に

規定す

る建築

物 

(3) 法別

表第２

（を）項

第２号、

第３号

及び第

８号に

規定す

る建築

物（寄宿

舎を除

く。） 
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議案第３４号 

廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例（平成２４年条例第４２号）                   （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（都市公園の配置及び規模の基準） （都市公園の配置及び規模の基準） 

第３条 都市公園の配置及び規模について法第3条第1項の条例で定める基準

は、次に掲げるとおりとする。 

第３条 都市公園の配置及び規模について法第3条第1項の条例で定める基準

は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 市が設置する市の区域内の都市公園の市民１人当たりの敷地面積の

標準は、10平方メートル（市の区域内に都市緑地法（昭和48年法律第72

号）第55条第１項若しくは第２項の規定による市民緑地契約又は同法第6

3条に規定する認定計画に係る市民緑地（以下この条において「市民緑地」

という。）が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民１

人当たりの敷地面積を控除して得た面積）以上とし、市の市街地の都市

公園の当該市街地の市民１人当たりの敷地面積の標準は、６平方メート

ル（当該市街地に市民緑地が存するときは、６平方メートルから当該市

民緑地の当該市街地の住民１人当たりの敷地面積を控除して得た面積）

以上とすること。 

(１) 市が設置する市の区域内の都市公園の市民１人当たりの敷地面積の

標準は、10平方メートル                                           

                                                                

                                                                

                                                                

                                         以上とし、市の市街地の都

市公園の当該市街地の市民１人当たりの敷地面積の標準は、６平方メー

トル                                                            

                                                                

  以上とすること。 

(２)～(８) （略） (２)～(８) （略） 

（運動施設の敷地面積の基準）  

第６条 運動施設の敷地面積について政令第８条第１項の条例で定める割合

は、100分の50とする。 

 (新設) 
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議案第３５号 

廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例（平成９年条例第１６号）                            （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第３条の２ 市営住宅及び共同施設の管理は、地方自治法          

  第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定す

るもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。 

第３条の２ 市営住宅及び共同施設の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定す

るもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。 

（家賃の決定） （家賃の決定） 

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第３項の規定により認定され

た収入（同条第４項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。

第30条において同じ。）に基づき、近傍同種の住宅の家賃（第３項の規定に

より定められたものをいう。以下同じ。）以下で令第２条に規定する方法に

より算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合におい

て、第37条第１項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、公営住

宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種

の住宅の家賃とする。 

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第３項の規定により認定され

た収入（同条第４項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。

第30条において同じ。）に基づき、近傍同種の住宅の家賃（第３項の規定に

より定められたものをいう。以下同じ。）以下で令第２条に規定する方法に

より算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合におい

て、第37条第１項の規定による請求を   行ったにもかかわらず、公営住

宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種

の住宅の家賃とする。 

２ 入居者（公営住宅法施行規則（昭和26年建設省令第19号。以下「省令」と

いう。）第８条に定める者に限る。第32条第３項及び第34条第２項において

同じ。）が次条第１項に規定する収入の申告をすること及び第37条第１項の

規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、市

長は、前項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎

年度、令第２条に規定する方法により、第37条第１項の規定により把握した

当該入居者の収入に基づき、近傍同種の家賃以下で定めることができる。 

 (新設) 

３～５ (略) ２～４ (略) 

（収入の申告等） （収入の申告等） 

第16条 (略) 第16条 (略) 

２ 前項に規定する収入の申告は、省令第７条              

     に規定する方法によるものとする。 

２ 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則（昭和26年建設省令第19

号）第８条に規定する方法によるものとする。 

３・４ (略) ３・４ (略) 

（収入超過者に対する家賃） （収入超過者に対する家賃） 

第32条 (略) 第32条 (略) 
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改正後 改正前 

２ (略) ２ (略) 

３ 入居者が公営住宅に引き続き３年以上入居し、かつ、第16条第１項に規定

する収入の申告をすること及び第37条第１項の規定による報告の請求に応じ

ることが困難な事情にあると認める場合は、市長は、第15条第2項及び前２項

の規定にかかわらず、当該入居者の家賃を、毎年度、令第８条第３項により

準用する同条第２項に規定する方法により、第37条第１項の規定により把握

した当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の家賃以下で定めることができる。 

 (新設) 

４ 第17条、第18条及び第19条の規定は、第１項及び前項の家賃について準用

する。 

３ 第17条、第18条及び第19条の規定は、第１項    の家賃について準用

する。 

（高額所得者に対する家賃等） （高額所得者に対する家賃等） 

第34条 (略) 第34条 (略) 

２ 入居者が公営住宅に引き続き５年以上入居し、かつ、第16条第１項に規定

する収入の申告をすること及び第37条第１項の規定による報告の請求に応じ

ることが困難な事情にあると認める場合で、市長が同項の規定により把握し

た当該入居者の収入の額が最近２年間引き続き令第９条に規定する金額を超

え、当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家

賃は、第15条第２項、第32条第３項及び前項の規定にかかわらず、近傍同種

の家賃とする。 

(新設) 

３ (略) ２ (略) 

４ 第17条の規定は第１項及び第２項の家賃並びに前項の金銭に、第18条及び

第19条の規定は第１項及び第２項の家賃にそれぞれ準用する。 

３ 第17条の規定は第１項の家賃及び      前項の金銭に、第18条及び

第19条の規定は第１項     の家賃にそれぞれ準用する。 

（収入状況の報告の請求等） （収入状況の報告の請求等） 

第37条 市長は、第15条第１項若しくは第２項、第32条第１項若しくは第３項 

             の規定による家賃の決定、第17条（第32条第４項

又は第34条第４項において準用する場合を含む。）の規定による家賃若しくは

金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第２項の規定による敷金の減免若しく

は徴収の猶予、第33条第１項の規定による明渡しの請求、第35条の規定による

あっせん等又は第39条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があ

ると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇

主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧

させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。 

第37条 市長は、第15条第１項       、第32条第１項若しくは第34条第

１項            の規定による家賃の決定、第17条（第32条第３項

又は第34条第３項において準用する場合を含む。）の規定による家賃若しくは

金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第２項の規定による敷金の減免若しく

は徴収の猶予、第33条第１項の規定による明渡しの請求、第35条の規定による

あっせん等又は第39条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があ

ると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇

主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧

させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。 
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改正後 改正前 

２・３ (略) ２・３ (略) 

（建替事業による明渡請求等） （建替事業による明渡請求等） 

第38条 (略) 第38条 (略) 

２ (略) ２ (略) 

３ 第34条第３項の規定は、前項の明渡しについて準用する。この場合におい

て、第34条第３項中「前条第１項」とあるのは「第38条第２項」と、「高額

所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。 

３ 第34条第２項の規定は、前項の明渡しについて準用する。この場合におい

て、第34条第２項中「前条第１項」とあるのは「第38条第２項」と、「高額

所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。 

（公営住宅建替事業に係る家賃の特例） （公営住宅建替事業に係る家賃の特例） 

第40条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営

住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公

営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るた

め必要があると認めるときは、第15条第１項、第32条第１項又は第34条第１

項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を

減額するものとする。 

第40条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営

住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公

営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るた

め必要があると認めるときは、第15条第１項、第32条第１項又は第34条第１

項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を

減額するものとする。 

（公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例） （公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例） 

第41条 市長は、法第44条第３項の規定による公営住宅の用途の廃止による公

営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合

において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を

超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認める

ときは、第15条第１項、第32条第１項又は第34条第１項の規定にかかわらず、

令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。 

第41条 市長は、法第44条第３項の規定による公営住宅の用途の廃止による公

営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合

において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を

超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認める

ときは、第15条第１項、第32条第１項又は第34条第１項の規定にかかわらず、

令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

区分 名称 位置 

公営住宅  (略)  (略) 

新宮原住宅 廿日市市津田1821番地４及び1843番地1 

 (略)  (略) 
 

区分 名称 位置 

公営住宅  (略)  (略) 

新宮原住宅 廿日市市津田1821番地４及び1843番地  

 (略)  (略) 
 

  

附 則    附 則 

６ 当分の間、第19条第2項(第32条第４項、第34条第４項及び第43条の12にお

いて準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び

年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当

６ 当分の間、第19条第2項(第32条第３項、第34条第３項及び第43条の12にお

いて準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び

年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当
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改正後 改正前 

該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この

項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以

下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パ

ーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に

年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した

割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)と

する。 

該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この

項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以

下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パ

ーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に

年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した

割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)と

する。 
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議案第３６号 

廿日市市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市立学校給食センター設置条例（昭和４３年条例第１７号）                            （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法

律第162号）第30条及び学校給食法（昭和29年法律第160号）第６条  の規

定に基づき、廿日市市立学校給食センター（以下「給食センター」という。）

の設置、職員及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法

律第162号）第30条及び学校給食法（昭和29年法律第160号）第５条の２の規

定に基づき、廿日市市立学校給食センター（以下「給食センター」という。）

の設置、職員及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

廿日市学校給食センター 廿日市市宮内工業団地１番地63 

吉和学校給食センター 廿日市市吉和1555番地１ 

大野学校給食センター 廿日市市大野1346番地１ 

宮島学校給食センター 廿日市市宮島町779番地２ 
 

名称 位置 

廿日市学校給食センター 廿日市市宮内工業団地１番地63 

吉和学校給食センター 廿日市市吉和1555番地１ 

                       

宮島学校給食センター 廿日市市宮島町779番地２ 
 

（運営委員会） （運営委員会） 

第４条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、         

                          、廿日市市立学校

給食センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する

とともに、当該審議に必要な調査及び研究を行う。 

 （委員） 

第５条 運営委員会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうち

から教育委員会が委嘱する。 

(１)～(６) （略） 

２ （略） 

３ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第４条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、その運営に関して教

育委員会の諮問に応じ、重要な事項について審議するため、廿日市市立学校

給食センター運営委員会               を置く。 

（新設) 

 

 （委員） 

第５条 委員                  は、次に掲げる者のうち

から教育委員会が委嘱する。 

(１)～(６) （略） 

２ （略） 

３ 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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議案第５０号 

過疎地域自立促進計画の変更について 新旧対照表 

○過疎地域自立促進計画（平成28年３月）                     （下線の部分は改正部分） 

 変更後 変更前 

３３３３    交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進    ３３３３    交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進    

(1)(1)(1)(1)    現況と問題点現況と問題点現況と問題点現況と問題点    

ウ 情報化施設 

   防災行政無線は、災害時等における重要な情報伝達手段です。吉和・宮

島地域の防災行政無線はアナログ方式で老朽化しているため、情報伝達に

支障をきたすことのないよう、更新する必要があります。 

   また、災害時の緊急放送として活用できるコミュニティＦＭ放送は、吉

和地域では受信できず、沿岸部との情報格差が生じています。 

(2)(2)(2)(2)    そそそその対策の対策の対策の対策    

ウ 情報化施設    

○ アナログ方式で老朽化している防災行政無線設備をデジタル方式に

更新します。 

○ 吉和地域において、コミュニティＦＭ放送が受信できるよう、中継局

の整備を支援し、情報格差を解消するとともに、地域間交流の促進を図

ります。    

    

(3(3(3(3))))    計画（平成計画（平成計画（平成計画（平成 28282828 年度～年度～年度～年度～32323232 年度）年度）年度）年度）    

自立促進 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 交通通 

信体系 

の整備、 

情報化 

及び地 

域間交 

流の促 

進 

(6)  電気通信施設等情 

報化のための施設 

   

防災行政用無 

線施設 

防災行政無線整備（デジタル

化）事業 

廿日市市  

テレビジョン放送

等難視聴解消のた

めの施設 

防災情報設備整備補助事業 廿日市市  

    

(1)(1)(1)(1)    現況と問題点現況と問題点現況と問題点現況と問題点    

ウ 情報化施設 

   防災行政無線は、災害時等における重要な情報伝達手段です。吉和・宮

島地域の防災行政無線はアナログ方式で老朽化しているため、情報伝達に

支障をきたすことのないよう、更新する必要があります。 

                                   

                               

(2)(2)(2)(2)    そそそその対策の対策の対策の対策    

ウ 情報化施設 

○ アナログ方式で老朽化している防災行政無線設備をデジタル方式に

更新します。 

（新設） 

 

 

 

(3(3(3(3))))    計画（平成計画（平成計画（平成計画（平成 28282828 年度～年度～年度～年度～32323232 年度）年度）年度）年度）    

自立促進 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 交通通 

信体系 

の整備、 

情報化 

及び地 

域間交 

流の促 

進 

(6)  電気通信施設等情 

報化のための施設 

   

防災行政用無 

線施設 

防災行政無線整備（デジタル

化）事業 

廿日市市  
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議案第５１号 

広島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 新旧対照表 

○広島県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年指令市行第６６号）                            （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表第３（第17条関係） 別表第３（第17条関係） 

区分 負担する割合又は額 

１ 共通経費（２の項に掲げ

るものを除く。） 

均等割 100分の10 

高齢者人口割 100分の50 

人口割 100分の40 

２ 広域連合電算処理システ

ムに係る機器に要する経費

のうち、規則で定める経費 

経費割 100分の100 

３ 医療給付に要する経費 高齢者医療確保法第98条に定める市町の一般会

計において負担すべき額 

４ 保険料その他の納付金 高齢者医療確保法第105条に定める市町が納付

すべき額 
 

区分 負担する割合又は額 

共通経費 均等割 100分の10 

高齢者人口割 100分の50 

人口割 100分の40 

医療給付に要する経費 高齢者医療確保法第98条に定める市町の一般会

計において負担すべき額 

保険料その他の納付金 高齢者医療確保法第105条に定める市町が納付

すべき額 
 

備考 (略) 備考 (略) 
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